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文教福祉委員会会議録 

 

平成２７年１２月７日 月曜日 

  午前１０時０６分開議 

  午後 ２時２０分閉議（実時間１７６分） 

                              

○本日の会議に付した案件 

１．議案第１０７号・平成２７年度八代市一般

会計補正予算・第７号（関係分） 

１．議案第１０８号・平成２７年度八代市国民

健康保険特別会計補正予算・第２号 

１．議案第１０９号・平成２７年度八代市介護

保険特別会計補正予算・第３号 

１．議案第１１２号・平成２７年度八代市診療

所特別会計補正予算・第１号 

１．議案第１１４号・指定管理者の指定につい

て（八代市立希望の里たいよう） 

１．議案第１２４号・八代市介護保険条例の一

部改正について 

１．議案第１２５号・八代市泉地域福祉センタ

ー条例及び八代市五家荘デイサービスセン

ター条例の一部改正について 

１．議案第１２６号・八代市保健センター条例

の一部改正について 

１．議案第１２７号・八代市学校施設整備基金

条例の制定について 

１．所管事務調査 

・教育に関する諸問題の調査 

 （八代市教育大綱について） 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

 （八代市国民健康保険の財政状況について） 

                              

○本日の会議に出席した者 

委 員 長  友 枝 和 明 君 

副委員長  庄 野 末 藏 君 

委  員  太 田 広 則 君 

委  員  島 田 一 已 君 

委  員  田 方 芳 信 君 

委  員  橋 本 幸 一 君 

委  員  前 垣 信 三 君 

委  員  幸 村 香代子 君 

 

※欠席委員         君 

                              

○委員外議員出席者中発言の許可を得た者 

               君 

                              

○説明員等委員（議）員外出席者 

 教育部長       宮 村 博 幸 君 
 
  教育部総括審議員兼 
            釜   道 治 君 
  次長 
 

  教育施設課長    有 馬 健 一 君 

  教育政策課長    宮 田   径 君 
 
 健康福祉部長兼 
            上 田 淑 哉 君 
 福祉事務所長 
 
 
  健康福祉部次長兼 
            小 藪   正 君 
  福祉事務所次長 
 

長寿支援課長    秋 田 壮 男 君 
 
  長寿支援課副主幹兼 
            久 保 祝 子 君 
  介護給付係長 
 
 
  長寿支援課副主幹兼 
            吉 田   浩 君 
  地域支援係長 
 

 健康福祉政策課長  西 田 修 一 君 

 こども未来課長   白 川 健 次 君 

 国保ねんきん課長  小 川 正 芳 君 

 国保ねんきん課長補佐 岩 瀬 隆 敏 君 
 
  障がい者支援課長兼 
            上 田 真 二 君 
  障がい者虐待防止センター所長 
 
 
  障がい者支援課副主幹 
            井 戸 晶 子 君 
  兼生活支援係長 
 
 
  理事兼 
            蒲 生 尚 子 君 
  健康推進課長 
 

                              

○記録担当書記     松 本 和 美 君 

 

（午前１０時０６分 開会） 

○委員長（友枝和明君） 改めまして、おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼
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ぶ者あり） 

 それでは、定刻となり定足数に達しておりま

すので、ただいまから文教福祉委員会を開会い

たします。 

 本日の委員会に付します案件は、さきに配付

してあります付託表のとおりであります。 

                              

◎議案第１０７号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第７号（関係分） 

○委員長（友枝和明君） 最初に、予算議案の

審査に入ります。 

 議案第１０７号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第７号中、当委員会関係分を議題

とし、説明を求めます。 

 まず、歳出の第９款・教育費について、教育

部から説明を願います。 

○教育部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 宮村教育部長。 

○教育部長（宮村博幸君） はい。改めまして

おはようございます。（｢おはようございま

す」と呼ぶ者あり）教育部でございます。よろ

しくお願いいたします。 

 それでは、議案第１０７号・平成２７年度八

代市一般会計補正予算・第７号中、第９款・教

育費につきまして、釜教育部総括審議員兼次長

が御説明をいたしますので、御審議方よろしく

お願いをいたします。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） 委

員長。 

○委員長（友枝和明君） 釜教育部総括審議員

兼次長。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）次長の釜です。本日はどうぞよ

ろしくお願いをいたします。座って説明をさせ

ていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） 議

案第１０７号・平成２７年度八代市一般会計補

正予算・第７号のうち、教育部所管分について

説明をさせていただきます。 

 以降の説明におきまして、お手元に予算書

と、先日、補足資料といたしまして、議案第１

０７号の関係資料ということでお配りをいたし

ておりますが、お手元にございますでしょう

か。よろしいでしょうか。この資料でございま

す。 

 それでは、始めさせていただきます。 

 まず、説明に入ります前にでございますが、

例年１２月定例市議会におきましては、事業費

補正に加えまして人件費補正をお願いしており

ますので、まず今回の人件費補正の概要につい

て説明をさせていただきます。この説明に当た

りましては資料は特にございません。 

 まず、今回人件費補正を必要といたします要

因としましては、人事異動に伴う職員数の変

動、育児休業の取得、市町村職員共済組合負担

金率の改定、被用者年金の一元化に伴う制度改

正の影響などが主なものであり、それぞれ、後

ほど説明します予算の目ごとに、増減額の補正

をお願いしておるところでございます。 

 また、例年、人事院勧告に基づく給与改定に

ついても、あわせて補正をお願いしているとこ

ろでありますが、人事院勧告では本年度も月例

給、一時金ともに引き上げ改定が勧告され、先

日の１２月４日の閣議で完全実施の方針が決定

されたところでありますが、国においては来年

の通常国会に給与法改正案が提出されることと

なっておりますことから、本市におきましても

年内の改定を見送っている状況でございます。 

 まず、資料に入ります前に、人件費関係の基

本的な考え方について説明をさせていただきま

した。 

 それでは、予算書に基づき順次説明をさせて

いただきます。 

 まず、予算書の４ページをお開きください。 
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 ４ページの款９・教育費に、４億９７７４万

６０００円を追加し、補正後の額を６０億７５

１２万２０００円とするものでございます。な

お、補正額４億９７７４万６０００円の所管別

内訳は、教育部所管分が５億１３９１万５００

０円の増額、経済文化交流部所管分がマイナス

１６１６万９０００円でございます。 

 ５ページに移ります。 

 今回の補正で、小学校、中学校、幼稚園の非

構造部材の耐震化事業に係る予算をお願いして

おります。より早期の完了を目指し今回補正予

算を計上しておりますが、工期的には次年度に

わたることから、記載のとおり繰越明許費を設

定しておるところでございます。 

 次に、９ページをお開きください。 

 ９ページの、歳出、款９・教育費の補正に伴

う特定財源の説明をさせていただきます。国県

支出金欄の１億３６３４万９０００円は、１０

ページから１１ページの、目の５・教育費国庫

補助金に記載しております、小学校では太田郷

小学校体育館ほか３小学校、中学校では第一中

学校体育館ほか８校、幼稚園では代陽幼稚園園

舎ほか１園の非構造部材耐震改修事業補助金

と、同じく１１ページの節４・幼稚園費補助金

の説明欄にあります、幼稚園就園奨励費補助金

の合計でございます。内容は、後ほど説明をさ

せていただきます。 

 次に、９ページに再度お戻りをいただきまし

て、地方債４億７５０万円の内容でございます

が、これは、１３ページから１４ページに記載

をしております、小中幼稚園の非構造部材耐震

化改修事業に当たる市債全額でございます。後

ほど、説明資料で補足の資料を説明をさせてい

ただきます。 

 それでは、歳出の説明に移ります。２７ペー

ジをお開きください。 

 ２７ページの下の欄になりますが、項１・教

育総務費の目２・事務局費です。４０２１万８

０００円の減額でございます。 

 まず、事務局費の給料、職員手当、共済費

が、大幅に減額となっております理由について

説明をいたします。事務局費では、５３人分の

人件費を措置するものでありますが、本年４月

から図書館への指定管理者制度の導入が決定し

ておりましたことから、当初予算作成時点で

は、図書館に勤務しておりました職員の異動先

が確定できないため、事務局費に人件費を張り

つけておりました。その関係も含め都合７人分

の人件費が不用となったことと、加えまして育

児休業の取得が１人あったことから、大幅な減

額となったものでございます。以上が人件費の

大幅な減額の理由でございます。 

 次に、積立金の学校施設整備基金事業１４８

万４０００円でありますが、これは、平成２５

年度末をもって廃校となった旧宮地東小学校跡

地の有効活用を行うに当たり、本来は有償貸し

付けなどを行った場合には補助金相当額を国に

返還する必要がありますが、その補助金の返還

を行うことなく、また、今後の学校施設の整備

に充てるための基金を新たに設置するため、文

部科学省が定めた手続に基づき積み立てを行う

ものでございます。なお、あわせて議案第１２

７号にて八代市学校施設整備基金条例の制定を

お願いしておりますので、よろしくお願いいた

します。 

 補足を、配付いたしております別紙資料にて

説明をさせていただきます。 

 関係資料の１ページをおあけいただきたいと

思います。旧宮地東小学校の有償貸与に係る財

産処分手続についてという資料でございます。

よろしいでしょうか。 

 まず１番目に、財産処分手続の大幅な簡素

化・弾力化という部分がございますが、国庫補

助を受けて建設された学校施設を学校以外に転

用したり売却する場合は、原則として補助金相

当額の国庫納付等の財産処分の手続が必要とな
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ります。文科省では、廃校を積極的に活用して

いただくため、国庫補助事業完了後１０年以上

経過した建物などの場合は、財産処分手続の大

幅な簡素化・弾力化を図り、地方公共団体の取

り組みを支援をしていただくということになっ

ております。 

 そこで、２でございますが、旧宮地東小学校

の貸付内容ということでございますが、（３）

契約の相手方、福岡市の株式会社Ｂｅ Ｂｌｏ

ｏｍ。（４）で貸し付けの期間、平成２７年７

月８日から平成３０年３月３１日まででござい

まして、仮称ではございますが、泊まれるみん

なの学校ということで新年度から利用が予定さ

れております。その準備を現在進めているとこ

ろでございます。（５）貸付料。契約日から１

年間は無償とし、２年目以降は月額１５万円と

するという契約を結んでおります。 

 そこで、３番目の有償貸与のケースというこ

とで整理しております。校舎概要でございます

が、平成９年３月に竣工しておりますので１８

年経過、構造、木造一部鉄筋コンクリートづく

りということで、国庫補助事業完了後１０年以

上経過でございますから、国庫納付金は不要と

いう手続を今進めたところです。 

 （２）で、補助金相当額以上の基金積み立て

が必要ということが条件でございます。そこ

で、整備基金条例の設置をお願いをしておりま

す。今回予算で補助金相当額１４８万３９８６

円以上の基金を積み立てるというのが、文科省

からの処分承認の条件でございまして、その内

容の通知書が、２ページに添付いたしておりま

すとおりでございます。この２ページの１番

に、補助金相当額１４８万３９８６円以上を、

貴域内の学校の施設整備に要する経費に充てる

ことを目的に基金として積み立て、適切に運用

することということになっております。 

 こういう手続をこれまで進めてまいりました

ことから、今回その積み立てをお願いをいたし

ておるところでございます。 

 なお、財産の貸し付けに係る市議会の議決に

つきましては、本年６月定例市議会でその承認

をいただいておるところでございます。 

 次に、目３・教育サポートセンター費です。

６９０万１０００円の増額です。３人分に要す

る人件費で、人事異動による影響でございま

す。 

 次に、次ページの項２・小学校費の目３・学

校建設費でございます。今、ページ２８ページ

の上段に移っております。よろしくお願いしま

す。１億９８４２万４０００円の増額でござい

ます。 

 学校施設につきましては、学習の場であると

ともに、災害発生時には地域住民の避難場所と

なるなど重要な役割を担っていることから、本

市でも平成２３年度に耐震化計画を策定し、お

かげさまで、今年度末をもって耐震化率１０

０％となる見込みとなったところでございま

す。 

 しかしながら、東日本大震災において、非構

造部材でも甚大な被害が生じ、学校の体育館等

の天井材が全面落下した事象等も発生したこと

から、文科省から、構造体の耐震化とあわせ、

対象となる体育館や武道場のつり天井等につい

ても、平成２７年度までに完了するよう要請が

なされたところでございます。 

 その対策として本市でも、平成２５年度に非

構造部材の耐震点検を実施し、２６年度に調査

及び実施設計を行い準備を進めてまいりました

が、２７年度、本年度は、これまで進めてきた

主体構造部の耐震化の完了を最優先とし、非構

造部材の耐震化に要する当初予算の計上は見送

っていたところでございます。今般、財源的な

面で国からの交付金が確保できることになった

ため、より早期に非構造部材の耐震改修事業に

取り組むため、今回補正予算の計上に至ったと

ころでございます。 
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 事業の内容について、別紙資料であわせて説

明をさせていただきます。 

 資料の３ページ、Ａ３の横長の紙でございま

す。これに、小中幼稚園の内容について記載を

させていただいております。 

 まず小学校の関係でございますが、予算書の

説明欄に事業費等出ておりますが、太田郷、松

高、高田、泉第八小学校が該当でございます。 

 太田郷小学校で代表して説明をさせていただ

きます。建築年月が昭和６３年８月、築年数、

築２７年でございます。工事の実施予定期間と

いたしまして、２８年の６月から８月を予定を

いたしております。主な工事内容につきまして

は、工事内容に黒丸をつけておるのが太田郷小

学校の該当内容でございます。つり天井の撤

去、ガラス改修、サッシ落下対策、バスケット

ゴールの落下対策、あわせて照明器具の取りか

え、こういったことを太田郷小学校で行いま

す。他の３校についても、記載をしておる時

期、内容で予定をいたしております。 

 補正額については記載のとおりで、財源とし

ましては、国県支出金、太田郷小学校では１２

２０万６０００円。これは、学校施設環境改善

交付金という交付金を充てさせていただくとい

うことでございます。地方債については、３５

００万円地方債活用いたしますが、その地方債

は、備考欄にありますとおり、全国防災事業債

と緊急防災減災債を活用をさせていただくとい

うことでございます。地方債については、一定

の割合で元利償還が後年度なされるという地方

債でございます。 

 それと、小学校費の中で、節に委託料１９６

万３０００円が出てまいりますが、これも資料

に記載しておりますとおり、泉第八小学校体育

館の改修事業の分でございまして、工事監理業

務委託に充てる委託料でございます。 

 次に、項３・中学校費の目３・学校建設費で

ございます。３億８９８万４０００円の増額で

ございます。 

 同じく、中学校についても資料で御確認をい

ただきたいと思います。 

 第一中学校体育館の改修事業関係でございま

す。一中では、ガラス改修、サッシ落下対策、

バスケットゴールの落下対策、照明器具の取り

かえを行います。ほか、記載のとおり、８校に

ついてもそれぞれの非構造部材の耐震化に取り

組むことといたしております。委託料の３８０

万３０００円につきましては、第一中学校と鏡

中学校の改修事業における工事監理業務委託に

要する経費でございます。 

 次に、項５・幼稚園費の目１・幼稚園費でご

ざいます。３４１３万１０００円の増額でござ

います。 

 まず、人件費関係についてでございますが、

幼稚園教諭２１人中３名の育児休業取得があっ

たことに伴う、減額が主な理由でございます。

工事請負費３７６１万円につきましては、配付

をいたしております資料の一番下のほう、太田

郷幼稚園園舎、代陽幼稚園の園舎の非構造部材

耐震改修に伴うものでございまして、両園とも

外壁改修を今回行う予定といたしておるところ

でございます。 

 次に幼稚園費では、負担金補助及び交付金と

いうことで、２３６万６０００円を計上いたし

ております。幼稚園就園奨励費補助金事業でご

ざいまして、この概要についても、配付の資料

で内容の概要を説明させていただきます。 

 まず、幼稚園就園奨励費補助事業の制度概要

でございますが、私立幼稚園に通園する幼児を

持つ保護者の経済的負担の軽減、そして、公立

幼稚園、私立幼稚園間の保護者負担の格差是正

のため、国の幼稚園就園奨励費補助事業を活用

し、市が経費の一部を補助するものでございま

す。具体の補助額につきましては、世帯の平成

２７年度の市民税の課税状況、該当園児の兄、

姉――いわゆる兄弟の構成などから補助限度額
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を判定し、実際に２７年度に支払っていただく

保育料等の合計額の範囲で支給するものでござ

います。 

 補正の概要としましては、まず、当初予算で

２３２人分の２８４０万円を見込んでおりまし

たが、９月末現在で２０８人で補助額が２８９

５万８０００円、当初予算から５５万８０００

円の不足、３月末をこれまでの状況も参考に試

算をいたしまして、２３８人で３０７６万６０

００円が必要になるというふうに判断いたしま

したので、その差額の２３６万６０００円を補

正をお願いしておるところでございます。 

 その理由としましては、所得の低い世帯の増

加ということが数字的に出てきたということ

と、対象見込みが６名ほどふえる見込みとなっ

たということから、補正をお願いをいたしてお

るところでございます。 

 以上が幼稚園費でございます。 

 次に、３０ページに移ります。 

 項６・学校給食費の目１・学校給食費でござ

います。４５万７０００円の減額です。９人分

に要する人件費補正で、諸手当の変動と共済組

合負担金率の改定等によるものでございます。 

 次が、項の７・社会教育費の目１・社会教育

総務費でございます。４５７万５０００円の増

額です。９人分に要する人件費で、人事異動に

よる影響が主な要因でございます。 

 次に、目２・公民館費、２９８万９０００円

の増額でございます。２６人分に要する人件費

で、人事異動による影響が主な要因でございま

す。 

 最後となりますが、１つ飛びまして、目５・

博物館費でございます。１４１万４０００円の

減額でございます。８人分に要する人件費で、

人事異動による影響が主な要因でございます。 

 以上、教育部所管分の補正予算の内容でござ

います。よろしくお願いをいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。まずですね、

学校施設整備基金事業についてなんですが、ち

ょっとわからないところがあるので質問をした

いんですが、無償による財産処分の場合という

ふうに記載をされていて、今回これが有償での

貸し付けというふうになるんですが、ここはな

ぜこうなるんですかね。これでいいっていうふ

うに判断されたところがちょっとよくわからな

いんですが。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい、委員

長。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） 教育施設課、

有馬でございます。よろしくお願いします。 

 この資料につきましては、無償による財産処

分の場合ということで表現してございますけど

も、代表的なところで無償ということで表現し

てございますけども、この財産処分の手続につ

きましては、無償の場合は、承認の申請だけで

いいというところになります。で、今回の有償

の場合は、有償の貸し付けまたは譲渡の場合

は、この承認に当たって国庫納付金相当額以上

の基金積み立てが必要になるというところが、

この無償と有償の違うところでございます。 

 以上でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。では、この有

償の貸し付けだったけんが、今回この基金を設

定しなければならなかったという理解でいいで

すね。 

 じゃあ続けて、同じところなんですけど、じ

ゃあ、今後という意味ではここの基金っていう

のは、また新たな積み立てがふえていく可能性

があるのかどうかということについてお尋ねを
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したいんですが。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。この今

回の基金積み立てにつきましては、この約３年

間の積み立て――契約期間に必要な積み立てに

なるんですけども、今後この有償の貸し付けと

いうことで、この賃借料のほうがですね、この

積み立てのほうに積み立てるような方向で今考

えております。 

 以上でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。そのような御

意見を出そうかというふうに思ってました。こ

の１５万のですね、これを基金に積み立ててい

ったらどうかというふうなことを申し上げよう

と思ってましたら、そういうふうに今検討して

るっていうことでしたので、それについては理

解をいたします。 

 じゃあ、このですね、基金が、どのようなも

のに使えるかっていうことについては。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。これは

学校施設整備基金ということで、今後の学校施

設の整備に充てるための基金ということで考え

ております。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。では、その学

校施設整備ということで広く使えていくという

ふうに、それであればいいということです。何

か、済いません、要綱か何かを定められます

か。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） は

い。よろしいですか、はい。 

○委員長（友枝和明君） 釜教育部総括審議員

兼次長。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） は

い。当然、学校施設の経費に充てるということ

でございまして、先ほど私の説明の中でも、あ

わせましてその基金そもそもをあわせて設置を

しなければいけないということになっておりま

して、八代市学校施設整備基金条例の御審議を

議案第１２７号でお願いいたします。その中

で、設置、積み立て、管理、運用益金の処理と

いうような項目の中で、どういう使い方をする

かという基本的な条例の御審議をお願いいたし

ます。基本的に学校施設の整備に充てるという

ことです。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） ございますか。 

○委員（幸村香代子君） はい。あ、大丈夫で

す。はい、わかりました。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） よろしいですか。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 学校施設の非構造部材

のその耐震化事業ということで、今回国の補助

も受けられてできるということでですね、です

が、主な工事内容を見てみますと、つり天井の

その撤去っていうのは当然その補助対象、これ

が明記されてると思うんですが、ほかにいろい

ろあって、このＬＥＤ照明の取りかえというの

も補助対象になるんです。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。今回、

非構造部材の耐震化の内容としまして、基本的

にそのつり天井の撤去だとか、天井にあります

照明器具またはバスケットゴール等のですね、

落下防止対策をする必要があるということで、

調査検討したところでございまして、今回その
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照明器具につきましては、今までの水銀灯が非

常に老朽化してるというところで、これもあわ

せて工事内容として含んだところですけども、

このＬＥＤに変えるところも補助の対象となる

というところでございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 非常に喜ばしいことで

ございます。今までやっぱ恐らく国の事業って

いうのは、従来の部材をそのままというのが今

まで原則で、もう今後それも補助対象っていう

のは非常に喜ばしいことです。 

 ぜひですね、私も以前、ＬＥＤいろんな公共

施設で取りかえていったらということ申し上げ

たこともあったと思うんですが、やっぱりこう

いう機会にですね、できれば極力進めていかれ

ればいいかなと思っております。 

 あわせて、この幼稚園の外壁の部分というこ

とでございますが、この、そういうのも含めて

これ、園舎の――、幼稚園の園舎のＬＥＤの取

りかえっていうのは、できなかったもんです

か。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。今回の

非構造部材の耐震化につきましては、文科省の

ほうで２７年度までに対応ということで要請が

あった部分につきましては、対象施設が体育

館、武道場、それと講堂、屋内プール等の施設

でございまして、これにつきましては、災害時

に避難所となり得る施設ということで、大地震

が起きた場合にそういった避難施設が使えない

ような状況があったということで、ここをまず

は急いで耐震化するようにということで要請が

あったところでございます。 

 で、今回その幼稚園の園舎につきましては、

以前からこの、この２つの園につきましては外

壁の劣化が、老朽化が激しいということで、早

急な対応が必要ということで我々のほうで考え

ていたところでございますけども、幼稚園につ

きましては、園児もこういった大地震があった

場合の対応がなかなか難しいということで、今

回この補助のほうもですね、有利な財源が使用

することができるということで、外壁だけは取

り組んだところでございますけども、照明につ

きましては、その後ですね、順次取り組んでい

きたいというふうには考えております。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） 最後によかですか。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今回のこの非構造部材

の対象事業の対象校というのは、これで１０

０％完了と見ていいんですか。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。この対

象校につきましては、このほかに小中学校の体

育館がございます。で、ほかの小中学校の体育

館につきましても、この照明器具やバスケット

ゴール等の落下防止対策をする必要がございま

す。で、ほかの小中学校の体育館につきまして

は、また、今２８年度当初にもですね、今要求

を今考えておりまして、その後も、その落下防

止対策等のですね、ことも予定をしておりま

す。 

 で、この非構造部材につきましては非常にそ

の範囲が広うございまして、窓ガラスのサッシ

だとか、外壁もこの非構造部材に入ります。ま

たはそのいろんな備品ですね、テレビだとかそ

ういうところも対象となりますけども、この補

助の対象となるのが１つの学校で４００万以上

という額になるもんですから、額の小さいもの

は補助の対象にならないというところございま

すので、ある程度のボリュームがないとこの補

助を受けられないというところがございます。 

 以上でございます。 

○委員長（友枝和明君） ようございますか。 

 橋本委員。 
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○委員（橋本幸一君） この事業は平成、じゃ

あ２７年度以降も、国の補助対象で捉えていけ

るんですか。単年度なんですか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。非構造

部材の耐震化事業につきましては、この２７年

の補正と、その後もですね、取り組んでいきた

いというふうに考えております。 

 ただ、この起債ですね、地方債のほうの全国

防災事業債と緊急防災減災債が、２７年度まで

の、これは地震対策特別措置法に係る特別会計

の事業費でございまして、今回この補正予算で

計上しましたものは２７年度までに契約する必

要があるということで、２８年度以降の契約に

つきましてはこの起債が適用にならないという

ところで、この今回計上しました事業につきま

しては有利な財源が活用できるというところ

で、今回前倒しで補正予算にお願いしたところ

でございます。 

 以上です。 

○委員（橋本幸一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） はい、橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 大体わかりました。じ

ゃあ地方債の部分は、２８年度以降はもう単独

もしくはほかの起債ということで捉えて、国の

事業そのものは継続という見方でよろしいんで

すね。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。今回の

国の補助のほうも、この特別会計の対応となっ

ておりまして、２８年度以降はもう一般会計の

ほうの――、国の補助のですね、一般会計の対

応となるかと考えております。 

○委員（橋本幸一君） 事業名が……。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 事業名はなくなるんで

すか。（教育施設課長有馬健一君「今回の八代

市のこの学校施設非構造部材耐震化事業につき

ましては、まだその後も継続ということになり

ます」と呼ぶ）いやいや、国のその、国庫部分

です。（教育施設課長有馬健一君「国庫分につ

きましては、事業はございますけども、特別会

計と一般会計が変わってくるということになっ

てまいります」と呼ぶ） 

 国の出の……。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 国の出の部分が、入り

の部分にですか。出の部分に、国の部分がで

す。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。国ので

すね、歳出のかかる、（委員橋本幸一君「のと

ころが」と呼ぶ）ところが、はい、一般会計

と。（委員橋本幸一君「分けられるんですね」

と呼ぶ） 

 はい。分けております。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（幸村香代子君） 関連で。 

○委員長（友枝和明君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。幼稚園のとこ

ろの改修工事なんですが、これが、外壁の改修

２カ所ということになっています。で、太田郷

幼稚園あたりも２４００万というちょっと大き

な金額なので、築もですね、３６年たってると

いうことで、建てかえてもいいんじゃないかと

いう御意見もあるんですが、そのあたりはどん

なふうに考えられますか。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。建物の

ほうにつきましては、現在、建てかえなくても

大丈夫というふうに判断しておりますけども、

一部、遊戯室あたりもですね、老朽化してると
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いうところもありますけども、そこら辺につき

ましてはまた、後で検討をいろいろ進めていき

たいとは考えております。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。後で検討を加

えられるということなんですが、今回ガラス改

修とかもあるじゃないですか。で、そうする

と、非常に幼稚園あたりって窓も多くって、子

供さんも小さいとかっていうことから考えれ

ば、このあたりもあわせてされてもよかったん

じゃないかなって思う部分もあるんですが、そ

のあたりされなかったのは。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。今回の

非構造部材耐震化事業につきましては、一番ま

ずは取り組むべきところはこの体育館と武道場

でございまして、今回幼稚園の外壁が一部早く

入れたというところでありますけども、ほかの

小中学校の校舎の窓ガラス等もですね、その後

調査をしまして、優先順位をつけながら取り組

んでいきたいというふうに考えておりますの

で、この幼稚園の園舎の窓ガラス等につきまし

ても、その中で位置づけをしていきたいという

ふうに考えております。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 今の御説明を聞いて

ると、小学校、中学校あたりが優先的にされて

いく必要があって、幼稚園もそれに入れていき

ましょうかというふうなニュアンスに聞こえる

んですが、そうなんですかね。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） は

い。よろしいですか。 

○委員長（友枝和明君） 釜教育部総括審議員

兼次長。 

○教育部総括審議員兼次長（釜 道治君） は

い。今回補正予算でお願いをいたしたというと

ころが、まずございます。要は、国の学校施設

環境改善交付金の枠の中で、要は、生命、子供

たちの学習の場でありますとか避難所になると

いうことから、よりその危険性が高いものにつ

いて優先的に、なおかつ補正の枠で国と協議し

て確保できた範囲で、まず急ぎ対応するってこ

とで今回この対応を図らせていただいておりま

す。 

 当然、説明の中でありましたように、非構造

部材の範囲というのは非常に広いという状況に

なりますので、毎年の事業の中で、当然関連す

る国の補助事業等も活用しながら、今後も引き

続きやっていくというようなことになります。 

 あわせて、ここに記載しております資料でも

わかりますように、施設的に築３０年を超える

施設が非常に多いという状況の中で、子供の数

の状況もあります、また、財政的な問題からし

て、即建てかえがよろしいのか、少しでもその

長寿命化を図れるような形での対応を図るの

か、今そこを教育委員会としても非常に大きな

課題として今把握をしておりまして、いわゆる

公共――、学校、幼稚園等の今後の長寿命化対

策も含めて、プランをしっかり持たなければい

けないなというのを今部内で論議をしておる状

況でございます。 

 御指摘の部分については重々承知するところ

でございますが、まず今回その補正で、急ぎ対

応が必要な部分ということで計上させていただ

いておるということで、御理解をまずいただき

たいということです。 

 それと先ほど、地方債については復興特別会

計ということで、これも非常に今、充当率が１

００％ということで非常に有利でございますか

ら、そういうことも最大限活用したいというこ

とで今回上げさせていただきました。当然ほか

の施設についても、いろんな論議をさせていた

だきたいということで、よろしくお願いしたい

と思います。 
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○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。この今回の補

正のですね、中身であるとか事情については、

重々理解をしているところです。 

 ただ、今釜次長おっしゃったようにですね、

２８年度も継続してこの事業を続けていくとい

うふうな方針がおありの中で、やっぱり優先順

位ですよね。優先順位をどんなふうに立ててい

くのかっていうふうなのを、まずは教育委員会

のところでも早急に検討いただかないと、逆に

言うと、公共施設の計画はですね、もうじき、

２７年度末でできていくっていう中でですね、

やっぱりそのあたりをきちんと、計画を早急に

やっぱ立てていただきたいなというふうに思い

ます。 

 済みません、意見になってしまいました。申

しわけない。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。済いません、同

じ教育部の所管だと思うとですが、この８項の

社会体育費という計上が上がってますが、社会

体育施設の改修……。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 社会体育課所管、部

署が。 

○委員（前垣信三君） あ、違うんですか。 

○委員長（友枝和明君） はい、違います。 

○委員（前垣信三君） 済いません。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（太田広則君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。済いません、こ

の学校施設非構造部耐震化事業概要のですね、

ちょっと技術的なところ、確認だけちょっとし

たいんですが。 

 基本はつり天井撤去でしょう。ですよね。そ

こにＬＥＤをつけるとなると、つり天井を撤去

するちゅうことは天井高くなりますよね。で、

ＬＥＤは基本的には蛍光灯より暗いんですよ

ね、まだ技術的には。そうすると、物すごく暗

くなるような感じがするし、暗さを抑えるため

にＬＥＤをつけるのであればつるんじゃないか

なという気がするんですが、技術的にはその辺

の心配は要らないですか。体育館が暗くなると

か武道場が暗くなるちゅうことは、考えられな

いですか。その辺はどのような対応をしよう

と。私は、単純に暗くなるんじゃないかなと思

うんですよね、つり天井外せば。その辺どうな

んでしょう。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。体育

館、武道場のＬＥＤ照明化ということで、設計

の折に照度計算しながら、暗くならないように

ということで設計はしております。 

 で、この照明器具の落下防止対策につきまし

ては、主にその鉄骨等にですね、強固に取りつ

けるんですけども、それプラス、ワイヤー等で

さらに二重なですね、安全対策をするというふ

うな施工方法にしております。 

 以上でございます。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） ということは、現行の

ルクスを調べて、現行よりも暗くならないよう

にＬＥＤを設置するというふうな考え方で、暗

くならないんですよというふうに受けとめて間

違いないんですか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 
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○教育施設課長（有馬健一君） はい。現行の

照度より明るくなるというところで、設計をし

ております。 

 プラス、水銀灯につきましては、点灯から何

分か全灯するまでに時間かかりますけども、つ

け消しについてもＬＥＤのほうが、スイッチを

押せばぱっとつきますし、ぱっと消せばすぐ消

えるということで、操作性のほうも向上すると

いうところで考えております。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたらお願いいたします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） はい。以上で第９

款・教育費については終了いたします。 

 執行部入れかえのため小会します。（｢あり

がとうございました」と呼ぶ者あり） 

（午前１０時５５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１０時５７分 本会） 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 次に、歳出の第３款・民生費及び第４款・衛

生費について、健康福祉部から説明願います。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。おはようございます。（｢おはようご

ざいます」と呼ぶ者あり）健康福祉部でござい

ます。 

 それでは、議案第１０７号・平成２７年度八

代市一般会計補正予算・第７号のうち、第３

款・民生費及び第４款・衛生費の健康福祉部が

所管いたします分について、小藪次長より説明

させますのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小藪 正

君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 小藪健康福祉部次

長。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小藪 正

君） はい。おはようございます。（｢おはよ

うございます」と呼ぶ者あり）健康福祉部の小

藪です。それでは、座りまして説明させていた

だきますが、よろしいでしょうか。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○健康福祉部次長兼福祉事務所次長（小藪 正

君） はい。それでは、別冊となっております

議案第１０７号・平成２７年度八代市一般会計

補正予算書・第７号をお願いいたします。文教

福祉委員会付託分のうち、健康福祉部所管分に

ついて御説明します。 

 それでは、予算書の３ページをお願いしま

す。 

 第１表、歳入歳出予算補正の歳出でございま

すが、まず、款３・民生費の項１・社会福祉費

で、補正額４９０８万７０００円を追加し、補

正後の予算額は１０２億９４１６万７０００円

としております。 

 次に、項２・児童福祉費で、２０９４万３０

００円を減額補正し、８８億４２２万４０００

円としております。 

 次に、項３・生活保護費で、補正額４１７万

６０００円を追加し、２９億４７０１万９００

０円としております。 

 民生費の総額は、３つ上になりますが、２２

０億４８６８万４０００円でございます。 

 次に、款４・衛生費、項１・保健衛生費で、

１７４５万６０００円を減額補正し、補正後の

予算額は１７億７３５６万５０００円としてお

ります。 
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 衛生費の総額は、１つ上になりますが、４６

億９１７３万５０００円でございます。 

 続きまして、１８ページをお願いします。 

 歳出について御説明いたします。 

 款３・民生費、項１・社会福祉費、目１・社

会福祉総務費で、５７３９万２０００円を計上

しております。まず、人事異動による職員６人

の増加等職員１４人の人件費補正として、５２

５８万６０００円の増額補正となっておりま

す。また、節１９・負担金補助及び交付金に、

４８０万６０００円を計上しております。これ

は、平成２７年４月１日施行の消防法改正によ

り、それまでスプリンクラー等の設置義務がな

かった小規模多機能型居宅介護等事業所等につ

いても、設置が義務づけられました。そのた

め、スプリンクラー等の設備が未整備の施設に

対し、整備の支援を行い入居者の安全を確保す

るものです。今回は、スプリンクラー及び消火

ポンプユニットの整備としまして、松江本町の

看護小規模多機能型居宅介護事業所、西王母に

補助を行うものです。なお、特定財源として、

国から１０分の１０の国庫支出金がございま

す。 

 同項、目２・老人福祉対策費で、７１７万２

０００円を計上しております。まず、人事異動

など職員５人分の人件費関係の補正として、２

４４万５０００円の増額補正となっています。

そのほかに、泉憩いの家管理運営事業として、

節１８・備品購入費４７２万７０００円を計上

しております。これは、平成２７年８月ごろ、

老朽化により泉憩いの家の和室及び廊下の空調

機器が故障しましたが、製造から２１年経過し

ており、メーカーにおいても部品もなく修理不

可能のため、空調機器を取りかえるための経費

です。なお、特定財源はありません。 

 次に、同項、目３・社会福祉対策費で、４３

８万４０００円を計上しております。これは、

平成２７年８月、老朽化により坂本地域福祉セ

ンターの食堂、休憩室及び機能回復訓練室の空

調機器が故障しましたが、製造から１９年が経

過しており、メーカーにおいても部品もなく修

理もできないため、空調機器取りかえ経費とし

て今回補正をお願いするものです。なお、特定

財源はありません。 

 次に、同項、目４・障害福祉対策費で、人事

異動による職員１人減及び育児休業１人による

等人件費補正として、２００４万９０００円の

減額補正となっています。 

 １９ページをお願いします。 

 次に、同項、目５・国民年金費で、１８万８

０００円を計上しております。まず、職員５人

分の人件費補正として、６２万９０００円の減

額補正となっています。そのほかに、節１３・

委託料で、年金事務事業として８１万７０００

円を計上しております。これは、国民年金法等

の改正により、来年度から、国民年金保険料の

免除や納付猶予などの申請様式の変更と、若年

者納付猶予制度の対象年齢が３０歳未満から５

０歳未満に拡大されることに伴い、システム改

修を行う必要があるため補正をお願いするもの

です。なお、特定財源として、国の国民年金等

事務費交付金１０分の１０があります。 

 続きまして、款３・民生費、項２・児童福祉

費、目１・児童福祉総務費で、人事異動による

職員１人増の職員２０人分の人件費補正とし

て、２８１万８０００円の増額補正となってい

ます。 

 次に、同項、目３・保育所費で、人事異動に

より１人減及び育児休業６人など職員７２人分

の人件費補正として、２３７６万１０００円の

減額補正となっています。 

 ２０ページをお願いします。 

 次に、款３・民生費、項３・生活保護費、目

１・生活保護総務費で、人事異動による職員１

人増等職員２２人分の人件費補正として、４１

７万６０００円の増額補正となっています。 
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 続きまして、款４・衛生費、項１・保健衛生

費、目１・保健衛生総務費で、１７４５万６０

００円の減額補正を計上しております。まず、

人事異動による職員１人減及び休職１人等職員

３５人分の人件費補正として、１８２０万９０

００円の減額補正となっています。 

 次に、こども医療費助成事業で４０万円を計

上しております。これは、現在小学６年生まで

を対象に実施しておりますこども医療費助成に

ついて、平成２８年４月から対象年齢を中学３

年生まで拡大することを予定しており、その準

備にかかわる費用でございます。内訳としまし

て、節１１・需用費８万８０００円は、対象年

齢拡大予定分の受給資格証の作成費でございま

して、次の節１３・委託料３１万２０００円

は、対象年齢拡大予定に伴う電算システム改修

業務委託費でございます。なお、特定財源はあ

りません。最後に、節２８・繰出金３５万３０

００円は、診療所の人件費補正に対する診療所

特別会計への繰出金です。なお、特定財源はご

ざいません。 

 以上で、平成２７年度八代市一般会計補正予

算・第７号の健康福祉部所管分の説明を終わり

ます。御審議のほどよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。１８ページか

ら行きますけれども、先ほど地域介護・福祉空

間整備等交付金事業ということで、これまでの

ところ、小規模多機能のところにですね、スプ

リンクラーの設置ということで計画的にという

ようなお話だったかなというふうに思うんです

が、今回、１施設ですよね。あと、その後のそ

の計画的にという部分について、ちょっと説明

していただきたいと思うんです。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。おはよ

うございます。（｢おはようございます」と呼

ぶ者あり）長寿支援課の秋田でございます。よ

ろしくお願いします。 

 ただいま御質問いただきました件でございま

すが、今年度は１カ所で、２８年度に、予定で

ございますが、有料老人ホームが４カ所、サー

ビスつきの高齢者住宅で２カ所、合計６カ所希

望が出ております。また２９年度には、有料老

人ホームで１カ所、住宅型有料老人ホームで１

カ所、合計２カ所ということで、今後、向こう

２カ年で合計８カ所の予定がございます。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） じゃあその８カ所

で、全て網羅できるというふうに理解していい

ですか。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。今回の

消防法改正に伴います新たに増加した分につい

ては、以上でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。それではその

２８年度、２９年度も、今回も１０分の１０国

庫支出金ということだったんですけれども、２

９年度までそれで進められるというふうに理解

していいですか。 

○委員長（友枝和明君） 久保長寿支援課副主

幹兼介護給付係長。 

○長寿支援課副主幹兼介護給付係長（久保祝子

君） こんにちは。長寿支援課介護給付係の久

保です。よろしくお願いします。 

 ２８年、２９年度も、補助金の予定です。済

いません、まだ県からは通知文が来ておりませ
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んので、はっきりしたことは言えませんが、２

８年、２９年度に――３０年の３月までに、猶

予期間がございますので、それまでには県のほ

うの補助も国からの補助も出る予定ですので、

その補助によって整備をする予定でございま

す。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） わかりました。は

い。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。（｢ありません」と呼ぶ者あり） 

○委員（幸村香代子君） いいですか。済いま

せん、なければ。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） 済いません。先ほ

ど、泉憩いの家と坂本地域福祉センターの件

で、空調のということで年数がたってるのでと

いうことだったんですが、同じ施設も含めてほ

かの施設も、同等――同じような空調使ってい

るっていうことはないんでしょうか。 

○委員長（友枝和明君） 西田健康福祉政策課

長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。お

はようございます。（｢おはようございます」

と呼ぶ者あり）健康福祉政策課の西田でござい

ます。よろしくお願いいたします。 

 ただいまの御質問でございますけれども、御

指摘のとおり、各支所には地域福祉センター等

がございまして、そちらのほうの空調設備につ

きましても、ほぼ同時期に設置されております

ので、必要に応じて今後、当初予算であります

とか、必要な対応をとっていきたいというふう

に考えております。 

 以上でございます。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。そのあたりは

計画的にお願いをしたいと思います。 

 で、もう１点なんですが、今回、こども医療

費助成事業なんですが、小学校６年生から中学

３年生までに引き上げられるためのシステム整

備っていうことですが、国がこの間、このこど

も医療費助成については、これをやるとペナル

ティーを、国庫のところでですね、ペナルティ

ーを科してきたけれども、それを撤廃しようと

いうような検討をするというようなことだった

んですが、実際今、八代市のペナルティーとい

うのはどれぐらいの金額になってるのかという

のを教えていただきたいんですが。 

○委員長（友枝和明君） 白川こども未来課

長。 

○こども未来課長（白川健次君） おはようご

ざいます。（｢おはようございます」と呼ぶ者

あり）こども未来課、白川でございます。 

 現在のですね、こども医療費の対象でありま

すゼロ歳から小学校６年生までに対します、国

保の財政調整交付金の減額といいますのは、年

間で約１５００万円となっている状況でござい

ます。 

 以上でございます。（委員幸村香代子君「は

い、わかりました」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） はい。なければ、こ

れより採決いたします。 

 議案第１０７号・平成２７年度八代市一般会

計補正予算・第７号中、当委員会関係分につい

て、原案のとおり決するに賛成の方の挙手を求

めます。 

（賛成者 挙手） 
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○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０８号・平成２７年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第２号 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０８

号・平成２７年度八代市国民健康保険特別会計

補正予算・第２号を議題とし、説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。引き続きまして、議案第１０８号・平

成２７年度八代市国民健康保険特別会計補正予

算・第２号につきまして、国保ねんきん課の小

川課長より説明させますのでどうぞよろしくお

願いいたします。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 小川国保ねんきん課

長。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） おはよう

ございます。（｢おはようございます」と呼ぶ

者あり）国保ねんきん課長の小川でございま

す。 

 平成２７年度八代市国民健康保険特別会計補

正予算・第２号につきまして、御説明をさせて

いただきます。それでは、失礼して着座にて説

明をさせていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） それで

は、お手元にございます議案第１０８号・平成

２７年度八代市国民健康保険特別会計補正予

算・第２号について御説明いたします。 

 １ページをお願いいたします。 

 歳入歳出予算の補正といたしまして、第１条

のとおり、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３２

万４０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を

それぞれ２０６億４３６２万９０００円とする

ものでございます。 

 内容につきまして御説明いたします。 

 ６ページをお願いいたします。 

 ６ページ下段、３、歳出でございます。款

４、項１、目１・前期高齢者納付金、節１９・

負担金補助及び交付金で、３２万４０００円の

追加をお願いしております。これは、社会保険

診療報酬支払基金の決定に基づき納付するもの

でございますが、平成２７年度の算定の基準と

なる加入者１人当たり負担額等の伸びが想定を

上回ったことにより、納付金の支払いに不足が

生じるため補正増額をするものでございます。 

 次に上段、２、歳入でございます。款１０、

項１、目１・繰越金の３２万４０００円は、歳

出の補正財源とするものでございます。 

 以上、議案第１０８号・平成２７年度八代市

国民健康保険特別会計補正予算・第２号につい

ての説明を終わります。御審議のほどよろしく

お願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。 

 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。想定を上回った

部分をもう少しちょっと詳しく、説明してもら

えますかね。金額的には大したことはないんで

すが。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） なぜ不足

が発生したのかという……。 

○委員長（友枝和明君） 小川国保ねんきん課

長。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） 済みませ

ん。今の御質問、なぜ不足が発生したのかにつ

いての説明をということだと思いますが、前期

高齢者納付金の金額は、社会保険診療報酬支払

基金で決定し、通知されるものでございます。

また、その金額は、当該年度の概算払いの金額
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に前々年度分の精算分をあわせて決定されてお

り、複雑な仕組みになっております。金額計算

のもととなる１人当たりの負担額や伸び率を見

込むに当たりまして、過去の実績を参考に推計

をいたしますが、想定の範囲より大きかったた

め不足が生じることとなったものです。 

 以上でございます。（笑声、「わからぬよ

な」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１０８号・平成２７年度八代市国民健

康保険特別会計補正予算・第２号について、原

案のとおり決するに賛成の方の挙手を求めま

す。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢はい、

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１０９号・平成２７年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第３号 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１０９

号・平成２７年度八代市介護保険特別会計補正

予算・第３号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１０９号・平成２

７年度八代市介護保険特別会計補正予算・第３

号につきまして、長寿支援課の秋田課長より説

明させますのでどうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。長寿支

援課、秋田でございます。よろしくお願いいた

します。それでは、座りまして御説明いたしま

す。 

 別冊になっております議案第１０９号・平成

２７年度介護保険特別会計補正予算・第３号及

び、お手元にお配りしております議案第１０９

号関係資料を用いて御説明いたします。１枚物

でございます。よろしいでしょうか。 

 初めに、予算書の１ページをお願いいたしま

す。 

 第１条に記載のとおり、今回の補正は債務負

担行為の追加でございます。 

 内容は２ページになります。 

 第１表、債務負担行為補正において、地域包

括支援センター運営委託（加算分）を追加して

おります。これは、平成２８年度から２９年度

までの２年間で、限度額５４００万円を設定す

るものでございます。 

 財源につきましては、下の表になります。国

が３９.５％、県が１９.７５％で、合わせて３

１９９万５０００円、市の一般会計繰入金が１

９.７５％で、１０６６万５０００円、事業収

入の第１号被保険者保険料は２１％で、１１３

４万円となっております。 

 それでは、これまでの経緯などにつきまし

て、議案第１０９号関係資料を用いて御説明い

たします。１枚物の資料でございます。 

 資料の１ページをごらんください。 

 １、債務負担行為の状況でございます。 

 （１）基本分は、昨年９月の補正予算で、平

成２７年度から２９年度までの３年分、限度額

２億９７００万円を設定いたしております。こ

れは、介護保険法施行規則などに基づいて、市
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内６カ所の地域包括支援センターに、それぞれ

常勤職員として保健師、社会福祉士、主任介護

支援専門員などを１人ずつ、合計３人配置する

ための経費が主なものでございます。 

 次に、（２）加算分も、昨年９月に設定した

もので、平成２７年度１年分、限度額２０３０

万円を、先ほどの基本分とあわせまして議会の

御承認をいただいております。本来加算分は、

厚生労働省老健局の通知に基づき、相談件数の

増加や困難事例の対応など業務量や役割に応

じ、基本分で不足する人員体制を確保するため

のものでございます。しかし、昨年９月の段階

では、平成２７年度施行の介護保険制度改正の

影響について不明な点もありましたので、暫定

的に圏域の高齢者人口を参考に算定といたして

おりました。 

 そこで今回、（３）加算分において、２７年

度制度改正の影響を勘案した上で、２８年度か

ら２９年度まで２年分について、限度額５４０

０万円の債務負担行為を設定するものでござい

ます。 

 その根拠は、次の表、２、（３）加算分の対

象業務の見込みをごらんください。厚生労働省

老健局の通知に従い、困難事例などの対応ある

いは新たな業務量や役割について、センター１

カ所当たりの見込みをまとめたものでございま

す。 

 ①困難事例などは、高齢者の虐待事案などで

ございまして、相談件数は年約２割ほどふえて

いることに基づいて積算いたしております。 

 次の②以下は、２７年度制度改正により新た

に生じたものでございます。 

 ②新しい総合事業は、後ほど条例改正案の中

でも御説明いたしますが、２８年度から、生活

上の支援が必要な方に対し一層の自立支援を進

めるため、ケアマネジメントなどに約４００時

間の増加を見込んでいるところでございます。 

 次の、③在宅医療介護連携は、医療介護連携

多職種研修会などの運営支援が主なものです。 

 次に、④認知症施策推進は、２８年度に認知

症サービス利用状況調査を予定していること

や、２８年度から医療機関と連携した同行訪問

も予定していることから、所要の時間を計上い

たしております。 

 次の、⑤地域ケア会議は、個別的な支援や地

域づくりのための充実分として、所要の時間を

計上いたしております。 

 最後に、⑥生活支援体制整備については、２

８年度から市内全域を担当する生活支援コーデ

ィネーターの配置を行い、地域包括支援センタ

ーと共同で圏域ごとの生活支援体制の整備を進

める予定であることに加え、２９年度からは状

況に応じてコーディネーターの拡充を予定して

おりますので、所要の時間を計上いたしており

ます。 

 これらの見込み時間の合計は、平成２７年度

が１１００時間余り、２８年度以降は１８００

時間を超える見込みでございます。そこで、２

８年度からの加算分については、各センターに

それぞれ有資格者１人を常勤として配置するこ

ととし、１センター当たり年額で４５０万円、

６センター２年分で５４００万円を限度とし

て、債務負担行為を設定するものでございま

す。 

 次に、裏面の２ページをお願いします。 

 ２ページの３、圏域別の実績では、地域包括

支援センターの各圏域ごとに、過去３年間の相

談件数の実績を掲載し、あわせて、高齢者数、

高齢化率、要支援の人数、要介護の人数を記載

しておりますので、御参考いただければと思い

ます。 

 以上をもちまして議案第１０９号の説明とさ

せていただきます。御審議方よろしくお願いい

たします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。 
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○委員（島田一已君） はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 島田委員。 

○委員（島田一已君） はい。今の説明にあり

ました、加算分の対象業務（時間）見込みです

けども、これ、時間外のという意味ですか。ど

ういう意味ですかね、これ。よくわからないん

でお願いします。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。こちら

の加算分の対象業務の時間見込みでございます

が、通常の業務につきましては、基本分の範囲

内で行われております。で、その基本分を超え

て新たに生じた事業――これまでは、２６年度

以前については大きな問題となってなかった部

分、あるいは、２６年度以前の制度では対応し

なくてよかった部分が、２７年度以降ふえてき

ているというものがございますので、そのふえ

てきた要因、要素について、こちらの２のほう

で計上してるものでございます。 

 以上です。（委員島田一已君「はい、いいで

す」と呼ぶ） 

○委員（田方芳信君） いいですか。 

○委員長（友枝和明君） 田方委員。 

○委員（田方芳信君） 済いません、困難事例

で休日・夜間対応で、２割ほど虐待がふえてる

ということですけど、これは、虐待ちゅうの

は、どういった面で虐待ちゅうのが行われてる

んですかね。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。先ほど

私、困難事例の例として、高齢者虐待などの事

案がふえてきておりますということで御説明い

たしました。虐待の事案については、担当係長

のほうから御説明させたいと思います。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 吉田長寿支援課副主

幹兼地域支援係長。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者

あり）長寿支援課地域支援係、吉田と申しま

す。よろしくお願いいたします。 

 高齢者虐待の状況につきましては、虐待と申

しましても、身体的虐待あるいは経済的虐待―

―いわゆる、年金を子供さん御夫婦が押さえて

御本人様にお渡ししないとかいうケースが幾つ

かございます。そのような中で、身体的虐待だ

けではなく経済的虐待も含めまして、伸びてき

ているという状況にはございます。 

 以上です。（委員田方芳信君「はい、わかり

ました」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） ようございますか。 

○委員（田方芳信君） それともう１点いいで

すか。 

○委員長（友枝和明君） 田方委員。 

○委員（田方芳信君） 地域ケア会議ですよ。

年間１２回です。これは１０回から１２回あ

る。これは、ケア推進会議ちゅうのは、どうい

った内容の話をされるわけですかね。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 吉田長寿支援課副主

幹兼地域支援係長。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい。地域ケア会議と申しますのは、非

常に広い範囲がございまして、個別の困難事例

などを通しまして、地域における社会資源、こ

ういったものを開発するということにつなげる

という部分がございます。 

 しかしながら現在の地域会議につきまして

は、それぞれの処遇困難事例を対象にするもの

であったり、今回新たに設けられました新しい

総合事業、どういった方向でいくのがよいのか

という部分も検討したりしております。 

 また、地域包括支援センターにおきまして
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も、それぞれで地域ケア会議をさまざまなケー

スで開催してるというのが実情でございます。

（委員田方芳信君「はい、わかりました」と呼

ぶ） 

○委員長（友枝和明君） ようございますか。 

 ほかにありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。ちょっと教え

ていただきたくて、あれなんですが、２７年度

の制度改正分ということがあって、介護保険制

度が大きく、要支援ですね、要支援とか、介護

１になったんですかね、が、市町村の事業とな

っていくっていうふうな改正が行われましたよ

ね。それに伴うものだというふうに思っていい

んですかね。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 吉田長寿支援課副主

幹兼地域支援係長。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい。ただいま御質問のありました部分

につきましては、②の新しい総合事業の対応分

という部分に該当いたします。それ以外にも、

在宅医療介護連携とか認知症施策推進が入って

きてるという状況になります。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。多分、件数ふ

えてるんでそこかなというふう思ったんです

が、で、そんなふうになってくると、非常に２

８年度、２９年度とかっていうふうに、こんな

ふうに時間がふえていくことに対して、まあ全

体的になんですけれど、本当にそんなふうに、

人材ですよね、受け皿ですよね、そこが八代市

としては、どうなんですかね、十分できている

っていうふうに、対応できるというふうに思わ

れてるのかどうかというところを聞きたいんで

すが。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。ちょっ

と難しい部分なんですが、まず人材確保の部分

につきましては、一般に報道されておりますと

おり、介護職からの離職というのは進んできて

いるのが残念ながら事実でございます。景気の

回復に伴いまして、他産業への人材流出という

のは、現に起きております。 

 で、今回、地域包括センターにつきまして

は、ワンランク上の――質の高いといいます

か、対応能力の比較的高い方を求めていく必要

がありますので、新しい人を雇い入れるという

よりは、むしろ、現にどこかの施設で処遇困難

事例等の対応の経験のある方などを、新たに雇

い入れることになるだろうというふうに理解し

ております。 

 で、現実のところといたしまして、２７年度

も債務負担行為を単年度として２０３０万持っ

ているわけでございますけども、全部のセンタ

ーがですね、確保できたというわけではない、

ありません。 

 で、今回は、各センターそれぞれに常勤の、

要はフルタイムで勤務する専門職を置くだけの

予算を確保させていただきたいということでお

願いしたところでございますが、それは、やは

りその人材確保という部分で、どうしても短時

間で雇用するのが難しいと。フルタイムで―

―、やはり能力の高い方でございますので、フ

ルタイムで勤務できるところに行かれるもんで

すから、その分だけの予算をいただきたいとい

う意味で、債務負担行為をお願いしたという経

緯でございます。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。多分ですね、
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そのあたりというのは、スキルを上げていくっ

ていうかね、高い方をというのも、１つ課題に

なってくるのかなというふうに思うのと、先ほ

ど言われたような生活支援の部分を、済いませ

ん、うろ覚えで申しわけないんですが、要支援

とかになってくると何かそのあたりを、地域の

ＮＰＯであるとかいろんな活動団体に担ってい

ただくというふうな、たしか方向性があったと

いうふうに記憶してるんです。そのあたりとい

うのは、八代市どんなになってるんですかね。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 吉田長寿支援課副主

幹兼地域支援係長。 

○長寿支援課副主幹兼地域支援係長（吉田 浩

君） はい。ただいま御質問のとおり、国の方

向性といたしましては、住民主体による支援と

いうふうに切りかえていくという方向性にござ

います。 

 しかしながら、今現在で私どものほうでは、

今回御質問もありました予防給付から生活支援

事業へ移行する部分、こちらにつきましては、

デイサービスとホームヘルプサービスが移行い

たしますが、事業所のほうと意見交換会をこれ

まで５回ほど開催させていただいております。

その中で新たなメニューも構築いたしまして、

今回介護予防の新しい総合事業として提供する

こととしております。 

 ただ、なかなか住民主体による支援というこ

とに即つなげるというのは、なかなか難しい部

分がございますので、その部分につきまして

は、生活支援体制整備という部分で総合的に考

えていきたいと考えております。 

 以上です。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） ちょっと補足

で申し上げます。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。補足発

言させていただきますが、今、吉田係長が発言

したとおりなんですけども、幸村委員がお話し

になってる部分につきましては、非常に難しい

部分がございます。で、市内全域同様、同一質

の、同様内容のサービスをですね、住民主体で

提供するというのは現実的には困難ということ

で、できる地域もあればできない地域もあると

いう、サービスのでこぼこ現象が発生するわけ

でございます。 

 そこの部分についてはですね、ちょっと課題

も多いもんですから、私どものほうで今、どう

いうふうに住民主体、ＮＰＯ主体――、まち協

さんなんかとどうやって協議をしていったらい

いんだろうかという部分の模索中というところ

で、ただし、平成３０年にはこれ、しないとい

けませんので、そこまでには何が何でもやろう

ということで今進めてるところでございます。 

 ですから、可能な段階になりましたらどんど

んやっていきたいと思いますが、どうしても取

り組めない地域、例えば高齢化率が異常に高い

地域などについては、そもそも地域の中に対応

できる人がいないということもありますので、

そういう部分についてはどうしても法人主体の

サービスで、そこはカバーしていかざるを得な

いのかなというふうに今は考えております。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい、わかりまし

た。はい。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたらお願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより

採決いたします。 
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 議案第１０９号・平成２７年度八代市介護保

険特別会計補正予算・第３号について、原案の

とおり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢はい、

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１１２号・平成２７年度八代市診療所

特別会計補正予算・第１号 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１１２

号・平成２７年度八代市診療所特別会計補正予

算・第１号を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。続きまして、議案第１１２号・平成２

７年度八代市診療所特別会計補正予算・第１号

につきまして、健康福祉政策課の西田課長より

説明させます。どうぞよろしくお願いします。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 西田健康福祉政策課

長。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） はい。皆

様こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あ

り）健康福祉政策課の西田でございます。よろ

しくお願いいたします。それでは座って説明さ

せていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○健康福祉政策課長（西田修一君） それで

は、別冊となっております、議案第１１２号・

平成２７年度八代市診療所特別会計補正予算

書・第１号をお願いいたします。 

 おめくりをいただきまして、予算書の１ペー

ジをお願いいたします。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出そ

れぞれ３５万３０００円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ７７９４万７００

０円とするものでございます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 まず、歳出から御説明いたします。 

 款１・総務費、項１・総務管理費、目１・一

般管理費、節４・共済費で、３５万３０００円

の増額補正を行うもので、これは共済負担率改

定及び被用者年金の一元化に伴う制度改正の影

響によるものでございまして、椎原診療所医師

１名分の共済費増額分でございます。 

 次に歳入でございますが、款４・繰入金、項

１・一般会計繰入金、目１・一般会計繰入金、

節１・一般会計繰入金で、同額の３５万３００

０円を計上いたしております。 

 以上で、平成２７年度八代市診療所特別会計

補正予算・第１号の説明を終わります。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１２号・平成２７年度八代市診療所

特別会計補正予算・第１号について、原案のと

おり決するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１１４号・指定管理者の指定について

（八代市立希望の里たいよう） 

○委員長（友枝和明君） 次に、事件議案の審

査に入ります。議案第１１４号・八代市立希望
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の里たいように係る指定管理者の指定について

を議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。引き続きまして、議案第１１４号・指

定管理者の指定について、障がい者支援課の上

田課長より説明させます。どうぞよろしくお願

いします。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田障がい者支援課

長。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） こんにちは。（｢こん

にちは」と呼ぶ者あり）障がい者支援課、上田

でございます。 

 議案第１１４号・指定管理者の指定につきま

して、着座にて説明をさせていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○障がい者支援課長兼障がい者虐待防止センタ

ー所長（上田真二君） 市の障害者福祉施設で

あります八代市立希望の里たいようの指定期間

が、今年度で、今年度で終了いたしますことか

ら、来年度からの指定管理者の候補者を選定い

たしました。その候補者につきまして、本議会

に提案をさせていただいたところでございま

す。 

 お手元にお届けしてあります資料に沿って、

説明をいたします。議案第１１４――、ありま

すかね、資料ございますか。（｢はい」と呼ぶ

者あり）議案第１１４号・指定管理者の指定に

ついて関係資料と表題をつけております資料に

なります。 

 まず１番、八代市立希望の里たいようについ

てでございます。この施設は、市が障害福祉サ

ービス事業を行う施設として高下西町に整備

し、平成２０年６月から稼働いたしておりま

す。それまで古城町にありました知的障害者授

産施設のおおぞら授産所と、築添町にありまし

た社会事業授産施設ひまわり苑の老朽化に伴い

まして、２つの施設を統合し移転新築したもの

でございます。 

 障害福祉サービス事業としまして、生活介護

事業、就労移行支援事業、就労継続支援Ｂ型事

業を行っております。定員が７７人、登録者は

ことしの１０月末現在で８５人です。登録者の

内訳は、知的障害者が５５人、身体障害者が２

４人、精神障害者が６人となっております。な

お、１日の平均利用者数は約７０人でございま

す。 

 希望の里たいようのパンフレットを後ろのほ

うに添付しておりますので、カラープリントに

なりますけれども、そちらをごらんいただけれ

ばと思います。 

 この施設は、障害のある方々が日中通われて

活動される場になります。ここでは、利用者の

障害の状況や本人の希望などに応じて、３つの

支援事業を行っております。パンフレットの表

紙にございますが、生活介護事業と就労移行支

援事業、就労継続支援Ｂ型事業でございます。 

 その事業内容について説明をいたします。パ

ンフレットを開いていただきまして、左のペー

ジの真ん中あたりに事業内容があります。 

 まず、生活介護は、常時介護を必要とする方

に、食事や入浴、排せつなどの介護、創作的活

動や生産活動の機会の提供のほか、身体機能や

生活能力維持向上のための支援を行います。右

側のページの上のほうに様子を写真で紹介して

ありますが、血圧などを測定するバイタルチェ

ックや、フルーツキャップづくりなどの生産活

動、体力維持訓練、張り絵などの創作活動など

に取り組まれる方々を支援しております。 

 左の事業内容に戻っていただきまして、次の

就労移行支援でございますが、一般事業所での
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就労を希望される方に、生産活動や職場実習な

どを通じて、就労に必要な知識や能力の向上の

ための訓練を行うとともに、適性に合った職場

を探し、就職後の職場定着のための支援を行い

ます。右側のページにありますように、パンの

製造販売や印刷の作業に取り組まれる方々を支

援しています。 

 またもう一つの、就労継続支援Ｂ型は、通常

の事業所で働くことが困難な方に、就労や生産

活動の機会を提供し、知識や能力の向上のため

の訓練を行います。右側のページにありますよ

うに、買い物かごの洗浄や公園での除草・清掃

作業、紙箱の組み立てなどの軽作業に取り組ま

れている方々を支援しております。 

 そのほか、パンフレットの最後のページにあ

りますように、会議室やコミュニティホールの

貸し出しも行っております。 

 以上が希望の里たいようの概要でございま

す。 

 資料１ページに戻っていただきまして、２番

の指定期間でございますが、平成２８年４月１

日から平成３３年３月３１日までの、これまで

と同様５年間を予定いたしております。 

 次に３番、施設の管理経費――委託料でござ

いますが、平成２８年度から３２年度まで各年

度ゼロ円を予定しております。障害福祉サービ

スを利用される方々の受け入れに対して法に基

づき国、県、市から支給されます給付費で、施

設の管理運営を賄えると見込んでおります。 

 次に４番、指定管理者候補者、八代市社会福

祉事業団についてでございます。 

 八代市社会福祉事業団は、八代市が基本財産

３００万円、運用財産３５０万円を出資して、

市長を理事長とする社会福祉法人として昭和５

２年３月３１日に設立されました。設立の目的

は、市が設置します各種社会福祉施設の受託経

営で、施設の運営を適切かつ能率的に行うこと

により、本市における社会福祉の増進に寄与す

ることとしています。役員等は、理事長、副理

事長のほか、理事が６人、監事が２人、評議員

が１５人となっております。 

 事業内容は、第１種、第２種の社会福祉事業

などを行っておりまして、従業員数は現在４０

人、うち２０人は非常勤職員でございます。 

 受託実績は、１つ目の、知的障害者授産施設

であります八代市立おおぞら授産所の事業を、

昭和５２年４月１日から平成２０年５月３１日

まで受託、うち平成１８年４月１日から平成２

０年５月３１日までは指定管理者となっており

ます。２つ目の、社会事業授産施設であります

八代市立ひまわり苑の事業を、昭和５２年４月

１日から平成２０年５月３１日まで受託、こち

らも平成１８年４月１日から平成２０年５月３

１日までは指定管理者となっています。３つ目

の、障害児通所支援事業所であります八代市の

ぞみ母子センターの事業を、昭和５２年４月１

日から平成２６年３月３１日まで受託、市が事

業を廃止しました後、事業団が自主運営をして

おります。４つ目の、八代市児童館、放課後児

童クラブの事業を、昭和５２年４月１日から平

成２０年３月３１日まで受託。５つ目の、八代

市児童館高田分館、放課後児童クラブの事業

を、昭和５３年４月１日から平成２０年３月３

１日まで受託。６つ目の、養護老人ホームの八

代市立保寿寮の事業を、平成８年４月１日から

平成２６年３月３１日まで受託し、その後、市

から譲渡を受けまして、養護老人ホーム保寿寮

として運営を継続しております。７つ目の、八

代市立希望の里たいようにつきましては、平成

２０年６月１日から今年度まで指定管理者とな

っているところでございます。 

 次に、５番、非公募とした主な理由でござい

ます。 

 希望の里たいようで行う事業は、利用される

方々のさまざまな障害の特性などに適切に対応

した支援が必要で、運営のノウハウや職員のス
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キルが求められること。利用者の多くは知的障

害のある方々で、支援者との信頼関係が支えと

なっており、指定管理期間ごとに管理者や職員

が変わると、精神的に不安定となるなど支障を

来すおそれがあること。八代市社会福祉事業団

は長年の実績の中で、運営のノウハウや職員の

スキル、利用者との信頼関係を築いているこ

と。このような事情が主な理由でございます。 

 そして６番、八代市立希望の里たいよう指定

管理者候補者選定委員会の結果についてでござ

います。 

 非公募の場合でも、公募の場合と同様に候補

者の審査、評定を行うこととなっておりますの

で、選定委員会を平成２７年１０月２３日に開

催いたしました。選定委員会の委員は８人で、

有識者として、税理士、熊本高専教授、中九州

短大教授などに委員をお願いいたしました。内

容は、八代市社会福祉事業団からのプレゼンテ

ーション、その内容に対するヒアリング、提案

がありました事業計画書などについての審査を

行っていただきました。 

 審査基準と配点は、１、事業計画書の内容が

市民の平等、公平な使用を確保するものか、適

否。２、事業計画書の内容が施設の効用を最大

限に発揮させるものであるか、８０点。３、事

業計画書の内容が管理に係る経費の縮減が図ら

れるものであるか、３０点。４、事業計画書の

内容に沿った事業を安定して行うために、必要

がとしておりますが、済みません、間違いで、

必要な人員及び財政的基盤を有しているか、７

０点。５、そのほか施設の設置目的を達成する

ために必要と認める事項、２０点という基準、

配点によりまして、審査評定をしていただきま

した。 

 審査の結果は、委員８人の評定平均が、配点

合計２００点中１５７.２点でございました。

公の施設の指定管理者制度に関する運用指針で

は、配点合計の１００分の６０以上を適と定め

ておりまして、１００分の６０を点数に直しま

すと１２０点となり、これを上回っております

ので適となったところでございます。結果を市

長へ報告し、決裁がおりましたので、指定管理

者の候補者となったところでございます。 

 以上が議案第１１４号・指定管理者の指定に

ついての説明でございます。御審議よろしくお

願いします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。ありませんか。 

○委員（庄野末藏君） 委員長、よかですか。 

○委員長（友枝和明君） 庄野委員。 

○委員（庄野末藏君） 私は以前からですね、

強く要望してきたのが、この非公募のしたその

わけですね。この中で２番目の、この利用者の

多くは知的障害がある方で、支援者との信頼関

係が支えとなっており、指定管理期間ごとに管

理者、職員が変わると、精神的に不安定にな

る。 

 これは相当、今でもですね、ちらほらそうい

う子供たちが出ておってですね。なぜなら結

局、長年おる指定管理者になった場合は、そこ

の管理者が若い人たちを雇うちゅうか、賃金を

安くするためにそういう雇用する傾向があって

ですね、それで今もこういう形で、事業団のほ

うでその面倒見てくれるちゅうことで、長年で

すね、それが継続してきてるけど、やっぱりこ

れが一番問題と思うとですよね。 

 だけんで、もう高齢になったし、あそこば利

用する子供たちいうのは、もうすごい高齢です

もん。それで、親もまた高齢だし、その中で通

所で通うちゅうことになると、身体的にもいろ

んな問題が発生して。この前のたいよう祭の中

で見たときも、子供たちが相当見られぬけん、

どうしたんねって言ったら、親たちが、ここ、

状況がこういう状態ですということですね。 

 今後もこういうことでですね、担当課として

もよくそこら辺をですね、考えながら取り組ん
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でいってもらいたいというふうに思っておりま

す。 

○委員長（友枝和明君） 要望ですね。 

○委員（庄野末藏君） はい、要望です。 

○委員長（友枝和明君） はい。 

○委員（太田広則君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。パン工房たいよ

うさん、かなりいろんなところで販売されてま

すが、販売状況、販売実績というか、というの

と、それが、移動販売とかですね、パン工房さ

んだけで収支はきちっととってらっしゃるんで

しょうか。その２点だけ教えてください。 

○障がい者支援課副主幹兼生活支援係長（井戸

晶子君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 井戸障がい者支援課

副主幹兼生活支援係長。 

○障がい者支援課副主幹兼生活支援係長（井戸

晶子君） 障がい者支援課生活支援係長の井戸

と申します。よろしくお願いいたします。 

 今議員御質問の件ですけれども、パンの製造

収入が大体毎月５０万以上ございまして、収支

のほうとしましては、小麦粉の高騰であったり

バター等の材料の高騰とかもございますけれど

も、事業所全体の収支としては上がっていると

ころでございます。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） いやいや、事業所全体

で上がっているのでは。パンの、パン工房自体

では、赤字というふうに捉えてんですか。 

○障がい者支援課副主幹兼生活支援係長（井戸

晶子君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 障がい者支援課副主

幹兼生活支援係長。 

○障がい者支援課副主幹兼生活支援係長（井戸

晶子君） はい。お答えいたします。赤字には

なっておりません。黒字を計上しているところ

でございます。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） 個別に収支をじゃあと

ってるというふうに捉えていいんですか。 

○障がい者支援課副主幹兼生活支援係長（井戸

晶子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 井戸障がい者支援課

副主幹兼生活支援係長。 

○障がい者支援課副主幹兼生活支援係長（井戸

晶子君） はい。事業団の報告書の中には個別

に収支のほう上がっておりますが、済いませ

ん、今ちょっと手元のほうに持ち合わせており

ませんけれども。 

○委員（太田広則君） はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） 後で、じゃあ資料請求

を。 

○委員長（友枝和明君） はい。 

 ただいま太田委員から資料請求の申し出がご

ざいました。 

 お諮りをいたします。 

 本委員会として資料請求することに御異議ご

ざいませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） はい。御異議はなし

と認め、そのように決しました。資料よろしく

お願いいたします。 

 ほかにありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） はい。以上で質疑を

終了します。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１１４号・八代市立希望の里たいよう

に係る指定管理者の指定について、可決するに



 

－27－ 

賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

件は可決されました。（｢はい、ありがとうご

ざいました」「小会」と呼ぶ者あり） 

 小会します。 

（午前１１時５８分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午前１１時５９分 本会） 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 午前中の審議はここまでとし、休憩いたしま

す。午後は１時から再開いたします。 

（午後０時００分 休憩） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時００分 開議） 

○委員長（友枝和明君） それでは、休憩前に

引き続き文教福祉委員会を再開いたします。 

                              

◎議案第１２４号・八代市介護保険条例の一部

改正について 

◎議案第１２５号・八代市泉地域福祉センター

条例及び八代市五家荘デイサービスセンター条

例の一部改正について 

○委員長（友枝和明君） 次に、条例議案の審

査に入ります。議案第１２４号・八代市介護保

険条例の一部改正について及び議案第１２５

号・八代市泉地域福祉センター条例及び八代市

五家荘デイサービスセンター条例の一部改正に

ついては関連がありますので、本２件を一括議

題とし、採決については個々に行いたいと思い

ます。それでは、本２件について説明を求めま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。お昼からも大変お世話になります。 

 それでは、ただいま委員長からもお話があり

ましたように、議案第１２４号・八代市介護保

険条例の一部改正について並びに議案第１２５

号・八代市泉地域福祉センター条例及び八代市

五家荘デイサービスセンター条例の一部改正に

ついて、長寿支援課の秋田課長から説明させま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）長寿支

援課、秋田でございます。よろしくお願いしま

す。着座して御説明申し上げます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） まず資料でご

ざいますが、八代市議会１２月定例会議案の３

７、３８ページ、お願いいたします。あわせま

して、お手元のほうにお配りしております、議

案第１２４号関係資料、八代市介護保険条例の

一部改正、それから、議案第１２５号関係資

料、八代市泉地域福祉センター条例及び八代市

五家荘デイサービスセンター条例の一部改正に

ついて、これら資料に基づきまして御説明を申

し上げます。 

 まずは、こちらの議案書のほうから入りま

す。３７、３８ページになります。 

 八代市介護保険条例の一部改正についてでご

ざいます。 

 まず、提案の理由でございますが、介護予

防・日常生活支援総合事業の実施期日を変更す

るに当たりまして、条例の改正が必要になった

ためでございます。 

 それでは、内容につきまして、議案第１２４

号関係資料、１枚物のほうを用いまして説明を

申し上げます。 

 まず、改正の趣旨でございます。今年度施行

となりました介護保険法改正に伴い、これまで

全国一律の介護予防給付でありました訪問介護

と通所介護については、図のほうでお示しして
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おりますとおり、市町村が実施する介護予防・

日常生活支援総合事業、いわゆる新しい総合事

業へ移行いたします。その時期について条例に

規定がありますので、改正するものです。 

 次に、２、改正の概要でございますが、新し

い総合事業への移行時期について、これまでは

平成２９年度当初からといたしておりました

が、移行準備に一定のめどが立ったことから、

１年前倒しいたしまして、２８年度の当初から

に変更するものでございます。そこで、新旧対

照表にありますとおり、条例の附則第５条につ

いて、経過措置の終期を、現行平成２９年３月

３１日から、改正案では平成２８年３月３１日

に改めるものでございます。 

 最後に、３、施行日については、公布の日か

ら施行といたしております。 

 続きまして、議案第１２５号・泉地域福祉セ

ンター条例及び八代市五家荘デイサービスセン

ター条例の一部改正について御説明いたしま

す。 

 議案書は、３９ページ、４０ページになりま

す。 

 提案の理由は、この新しい総合事業を２８年

度から実施するために、利用者の範囲について

の規定を改める必要があることから、条例を改

正するものでございます。 

 内容につきましては、議案第１２５号関係資

料、こちらを用いまして御説明いたします。 

 まず、１、改正の趣旨でございます。平成２

８年４月１日から新しい総合事業を実施するに

当たり、関連規定を改正いたします。 

 次の、２、改正の概要でございますが、新し

い総合事業へ移行するため、利用者の範囲を広

げるものでございます。あわせて、引用する条

文や用語について見直しを行っております。な

お、介護保険事業で利用する施設の条例にこの

利用者の範囲が規定されておりますのは、今回

改正する２つでございます。 

 それでは、具体的な改正内容について、新旧

対照表で御説明いたします。 

 まず、（１）八代市泉地域福祉センター条例

の第７条、利用者の範囲の第１号で、現行、法

――これは介護保険法ですが、法第１９条第１

項に規定する要介護認定を受けた者とあるとこ

ろを、改正案は、法第４１条第１項に規定する

居宅要介護被保険者といたしております。次に

第２号は、現行、法第１９条第２項に規定する

要支援認定を受けた者とありますが、改正案で

は、法第１１５条の４５第１項第１号に規定す

る居宅要支援被保険者等に改めております。 

 この改正によりまして、従来、要介護または

要支援の認定を受けた方が利用しておりました

が、改正後につきましては、認定を受けている

方に加えまして、認定を受けていない方でも、

基本チェックリストなどにより生活上の支援が

必要と判断された方は利用できるようになりま

す。 

 次に、裏面をお願いいたします。 

 （２）八代市五家荘デイサービスセンター条

例でございます。第７条の利用者の範囲に関す

る規定の第１号及び第２号について、ただいま

御説明いたしました泉地域福祉センター条例と

同様の改正を行うものです。 

 最後に、３、施行日につきましては、平成２

８年４月１日からといたしております。 

 以上をもちまして議案第１２４号及び議案第

１２５号の説明とさせていただきます。御審議

のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。多分この条例

の改正が、先ほど説明のあった、この地域包括

センター運営委託に係る債務負担行為のところ

と関連してくるのかなというふうに思うんです
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が、その説明の中でも、３０年にはその移行を

しなきゃいけないんですよねとかというお話が

ありました。 

 で、ちょっと理解ができないのが、通常であ

れば十分な準備期間を経て移行していくという

のが通常かなというふうに思うんですけれど

も、それを、その１年前倒ししてできるという

ふうに、その準備が整ったというような説明が

ありましたが、ちょっとその判断のところをお

聞かせいただいていいですか。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい、委員

長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。まず、

議案第１２４号関係資料の、図のほうで御説明

をしたいと思います。 

 現行のほうにおきましては、まず介護給付に

ついては、見直し後も現行と同様ということで

ございますが、介護予防給付につきましては、

この訪問看護と福祉用具等については、これも

現行同様に介護予防給付ということになりま

す。ですが、介護予防給付としてこれまで行っ

ておりました訪問介護と通所介護につきまして

は、新しい総合事業、この介護予防・日常生活

支援総合事業のほうに移行となります。 

 で、今回条例改正でお願いするのは、この訪

問介護と通所介護に関係する部分が主なところ

でございまして、その下のほうにあります、地

域支援事業の介護予防事業の第２次予防事業と

第１次予防事業についても、全市町村で実施す

る介護予防・生活支援サービス事業に移行して

まいりますので、このあたりについてもあわせ

てお願いをしているところでございます。で、

平成２８年度から実施するめどがつきましたと

申し上げましたのは、この訪問介護、通所介護

の部分でございます。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） ようございますか。 

○委員（幸村香代子君） わかりました。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（橋本幸一君） ちょっとよろしいです

か。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 関連して、その議案第

１２５号も関連してということですが、ほか

の、他の校区の条例についてはその範囲が定め

られていないということですが、で、そのまま

でも通用するわけですね。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。範囲の

規定がございませんので、そのまま、現行の条

例のまま対応させていただこうと思っておりま

す。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） でもそれって、その

泉、この２地域の条例って、ほかのセンターに

条例定めて、範囲を定めてない条例に改正した

ほうがかえって今後ですね、いろんな法改正が

あったとき、わざわざまたここだけっていうこ

ともしなくていいかと思うんですよ。何でほか

のセンターに合わせなかったんです。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 秋田長寿支援課長。 

○長寿支援課長（秋田壮男君） はい。施設の

ほうの所管課のほうでも検討はしていただいた

んですけども、実はこの利用者の範囲の規定を

引用する条文がほかにもあって、結果的に今回

の私どもの事業以外、直接かかわらないほかの

条文についても全体的な見直しが必要になると

いうことで、そうなりますと、地域の方々との

協議等もそれなりにやっぱり必要になってまい

るでしょうから、今回限られた時間の中ではと

りあえずは必要な条文だけをさわらせていただ

きたいということで、今回お願いした次第でご
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ざいます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 今も橋本委員からの御提言がございましたの

でですね、それを含めて今後ですね。まあ合併

後本来であればそういうのは統一しとかなくち

ゃいけなかったんでしょうけど、そこの部分が

ちょっと漏れたということで。 

 まあ泉の場合には、居住部門ということで生

活支援ハウスをあそこは持ってるもんですか

ら、そこの部分がどうしても、この利用者の範

囲内で規定しなければいけなかったという部分

があったもんですから、ですからこの分は、泉

の場合にはここに利用者の範囲はうたってたと

いうことで、ただ、今後おっしゃるとおりに統

一を図っていきたいと思います、はい。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） はい。時間をかけてそ

のようにしていただきたいです。 

 はい、結構です。 

○委員長（友枝和明君） ありませんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより

採決いたします。 

 まず、議案第１２４号・八代市介護保険条例

の一部改正について、原案のとおり決するに賛

成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 次に、議案第１２５号・八代市泉地域福祉セ

ンター条例及び八代市五家荘デイサービスセン

ター条例の一部改正について、原案のとおり決

するに賛成の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢はい、

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

                              

◎議案第１２６号・八代市保健センター条例の

一部改正について 

○委員長（友枝和明君） 次に、議案第１２６

号・八代市保健センター条例の一部改正につい

てを議題とし、説明を求めます。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。大変お疲れのことと思いますが、もう

しばらくおつき合いいただきたいと思います。 

 議案第１２６号・八代市保健センター条例の

一部改正について、健康推進課の蒲生課長より

説明させます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○理事兼健康推進課長（蒲生尚子君） はい、

委員長。 

○委員長（友枝和明君） 蒲生健康推進課長。 

○理事兼健康推進課長（蒲生尚子君） はい。

こんにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）

健康推進課の蒲生です。座って説明させていた

だきます。失礼します。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○理事兼健康推進課長（蒲生尚子君） それで

は、議案書の４１ページをお願いいたします。 

 議案第１２６号・八代市保健センター条例の

一部改正について説明をいたします。 

 提案理由としましては、八代市保健センター

には、施設使用料及び附属設備の使用料が規定
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されておりますが、八代市保健センターと鏡保

健センターの使用料等の不均一性や市内他施設

での状況を鑑み、施設使用料、附属設備使用料

の改定を行うものです。また、あわせて、施設

使用の実態に合わせ施設内各部屋の名称の変更

を行うに当たり、条例の改正が必要であるため

でございます。 

 改正内容につきましては、４２ページ、４３

ページをお願いいたします。また、内容につき

ましては、お配りしております八代市保健セン

ター条例新旧対照表を用いまして説明いたしま

す。 

 それでは、改正内容の主な点について御説明

いたします。 

 まず、新旧対照表の２ページ、第６条です

が、使用料に関する規定は、現行では施設使用

料と設備使用料を区別していませんでしたが、

設備使用料等の実費だけを徴収することができ

るように第２項に改正し、公民館等他の施設の

均衡を図ります。 

 次に、３ページの別表第２、（２）ですが、

鏡保健センターにおいては施設使用料が規定さ

れておりませんでしたので、市保健センターと

均衡を図り、新規に施設使用料を徴収できるよ

う追加規定しています。 

 また、同じく別表第２ですが、両保健センタ

ーにおいて、施設の名称を使用の実態に合わせ

て変更しております。八代市保健センターの集

団検診室を集団検診室（大）に、機能訓練室を

集団検診室（小）に、看護教室を保健指導室

（和室）に変更し、鏡保健センターの機能訓練

室を集団検診室に、栄養相談室を栄養指導室

に、また、健康相談室を保健指導室（和室）に

名称を変更しております。 

 そのほかでは、文言の整理等を行っておりま

す。 

 続きまして、改正条例の施行日ですが、議案

書の４３ページの中ほどにありますが、附則

で、施行日を平成２８年４月１日としておりま

す。なお、経過措置としまして、改正後の別表

第２の規定は、この条例の施行日４月１日以降

の利用に係る使用料について適用し、同日前の

利用に係る使用料については、従前のとおり取

り扱うことを定めております。 

 以上で議案第１２６号の説明を終わります。

御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。こちらの資料

のほうなんですけれども、３ページの、今回使

用料の変更に伴ってということなんですが、こ

の鏡保健センターは、前は使用料が発生してな

かったということなんですかね。 

○理事兼健康推進課長（蒲生尚子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 蒲生健康推進課長。 

○理事兼健康推進課長（蒲生尚子君） はい。

はい、そのとおりです。使用料がありませんで

した。規定がありませんでした。 

○委員長（友枝和明君） いいですか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） はい。ほかにありま

せんか。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２６号・八代市保健センター条例の

一部改正について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本
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案は原案のとおり可決されました。（｢はい、

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため、小会いたします。 

（午後１時２０分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時２１分 本会） 

                              

◎議案第１２７号・八代市学校施設整備基金条

例の制定について 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 次に、議案第１２７号・八代市学校施設整備

基金条例の制定についてを議題とし、説明を求

めます。 

○教育部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 宮村教育部長。 

○教育部長（宮村博幸君） はい。皆さんこん

にちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり） 

 それでは早速でございますが、議案第１２７

号・八代市学校施設整備基金条例の制定につき

まして、有馬教育施設課長が説明をいたします

ので御審議方よろしくお願いいたします。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい、委員

長。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）教育施

設課長の有馬でございます。よろしくお願いし

ます。 

 議案第１２７号・八代市学校施設整備基金条

例の制定につきまして御説明申し上げます。座

らせていただき御説明申し上げます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○教育施設課長（有馬健一君） 議案書の４５

ページをごらんください。 

 今回御提案いたします八代市学校施設整備基

金条例の制定につきましては、本年度市議会６

月定例会で御承認いただきました、旧宮地東小

学校施設の貸し付けにかかわる議案第６０号・

財産の貸し付けについての、契約承認に関する

一連の手続でございます。午前中、予算審議で

御説明しました内容と重複するところもござい

ますけども、御理解いただければと思います。 

 旧宮地東小学校の貸し付けの内容につきまし

ては、契約の相手が、福岡市に本部を置きます

株式会社Ｂｅ Ｂｌｏｏｍという企業でござい

まして、利用目的として、旧宮地東小学校の施

設を宿泊施設として利用されるものでございま

す。契約期間が平成２７年７月８日から平成３

０年３月３１日までで、貸付料が契約から１年

間が無料、２年目以降が月額１５万円となって

おります。 

 文部科学省では、廃校を積極的に活用してい

くため、財産処分手続の大幅な簡素化、弾力化

を図り、地方公共団体の取り組みを支援してお

ります。 

 文部科学大臣から、平成２７年８月５日付で

旧宮地東小学校の財産処分の承認をいただいて

おりますが、今回の旧宮地東小学校の財産処分

のケースについては、国庫補助事業完了後１０

年以上を経過している施設で、民間事業者への

有償貸与であることから、国庫への納付金はあ

りませんが国庫納付金相当額以上の基金積み立

てが必要となっており、この基金は市内学校の

施設整備に要する経費に充てることを目的とし

ております。 

 このことから、補正予算で計上しました１４

８万４０００円を積み立てる基金を設置するた

め、八代市学校施設整備基金条例の制定が必要

となったことから、今回の提案に至ったもので

ございます。 

 議案書の４６ページをごらんください。 

 八代市学校施設整備基金条例の条文でござい

ます。 

 この第１条に、基金の設置目的を示しており

ます。八代市が設置する学校施設の整備に要す

る経費の財源に充てるため、八代市学校施設整
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備基金を設置するとしております。 

 なお、今回の財産処分の手続においてこの基

金積み立てが必要な期間は、旧宮地東小学校の

有償貸与期間のみが該当するところでございま

すが、契約の相手である株式会社Ｂｅ Ｂｌｏ

ｏｍは、現在のところ契約満了後も契約の更新

をしたい旨の希望を持っておられますし、ほか

の廃校施設においても同様に民間事業者への有

償貸与などが可能性としてあることから、基金

積み立ては将来的にも必要があると考えておる

ところでございます。 

 今後とも、廃校となった施設の有効活用を図

りながら、廃校施設の適正管理に努めていきた

いと考えております。 

 以上、議案第１２７号の説明とさせていただ

きます。御審議よろしくお願いいたします。 

○委員長（友枝和明君） 以上の部分について

質疑を行います。 

○委員（太田広則君） １点だけ。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。済いません、廃

校施設の適正管理ということで、今回私一般質

問させていただいて、廃校には焼却炉施設がそ

のまま現存しているという実態がございまし

た。この辺との経費の財源っていう部分では、

この辺はどうなっていくんですか。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 有馬教育施設課長。 

○教育施設課長（有馬健一君） はい。ごみ焼

却炉の問題ですけども、廃校施設にも実際あっ

たということで、その施設の所有というのはあ

くまでも市であるものですから、我々行政のほ

うで、この廃校舎の施設のごみ焼却炉の撤去に

ついては、予算を獲得していきながら撤去を図

っていきたいというところで考えております。 

 ただ、この廃校施設の現状の所管としまして

は、学校が廃校になってからは普通財産という

ことでなっております。所管としましては財政

課のほうで所管しておりますので、財政課のほ

うと協議しながら、できるだけ早く撤去ができ

るように協議を進めていきたいというふうに考

えております。 

 以上です。（委員太田広則君「はい、わかり

ました。よろしくお願いします」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 以上で質疑を終了し

ます。 

 意見がありましたら、お願いします。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これより

採決いたします。 

 議案第１２７号・八代市学校施設整備基金条

例の制定について、原案のとおり決するに賛成

の方の挙手を求めます。 

（賛成者 挙手） 

○委員長（友枝和明君） 挙手全員と認め、本

案は原案のとおり可決されました。（｢どうも

ありがとうございました」と呼ぶ者あり） 

 次に、本委員会に付託となっております請

願・陳情はありませんが、郵送にて届いており

ます要望書につきまして、写しをお手元に配付

しておりますので、御一読いただければと存じ

ます。 

 以上で、付託されました案件の審査は全部終

了いたしました。 

 お諮りいたします。 

 委員会報告書及び委員長報告の作成について

は委員長に御一任願いたいと思いますが、これ

に御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

                              

◎所管事務調査 



 

－34－ 

・教育に関する諸問題の調査 

・保健・福祉に関する諸問題の調査 

○委員長（友枝和明君） 次に、当委員会の所

管事務調査２件を一括議題とし、調査を進めま

す。 

 当委員会の所管事務調査は、教育に関する諸

問題の調査、保健・福祉に関する諸問題の調

査、以上の２件です。 

 このうち、まず、教育に関する諸問題の調査

に関連して１件、執行部からの発言の申し出が

あっておりますので、これを許します。 

                              

・教育に関する諸問題の調査（八代市教育大綱

について） 

○委員長（友枝和明君） それでは、八代市教

育大綱についての説明をお願いします。 

○教育部長（宮村博幸君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 宮村教育部長。 

○教育部長（宮村博幸君） はい。所管事務調

査といたしましてお時間をいただき、ありがと

うございます。 

 本年４月に、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律の一部を改正する法律が施行されま

した。教育、学術及び文化の振興に関します、

総合的な施策の大綱というものを定めることと

されております。本市におきましては、八代市

教育振興基本計画を基本といたしまして八代市

教育大綱を策定いたしましたので、その概要を

宮田教育政策課長に説明をいたさせます。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 宮田教育政策課長。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。こんに

ちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）教育政

策課の宮田です。 

 それでは、八代市教育大綱について説明をさ

せていただきます。恐れ入りますが、座って説

明をいたします。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○教育政策課長（宮田 径君） それでは、お

配りしております、八代市教育大綱についてと

いうＡ４、１枚のレジュメのほうをごらんいた

だきたいと思います。 

 まず、１項目め、教育大綱とはでございます

が、この教育大綱は、今年度からの教育委員会

制度改革に伴いまして、市長が総合教育会議で

協議して定めるとされたものでございまして、

本市の教育、学術及び文化の振興に関する施策

の大きな方向性を示すものでございます。 

 ２項目めの、大綱策定のこれまでの経緯でご

ざいますけども、本年５月に第１回の総合教育

会議が開催されまして、この中で八代市教育大

綱は、平成２４年度に策定されている八代市教

育振興基本計画をもとに策定することが確認さ

れております。それから、教育委員会の内部で

大綱の原案を作成いたしまして、教育委員会の

各課かい、また、市長部局の関係課とも協議を

行いまして、素案として決定をいたしました。

この素案を八代市教育委員会１０月定例会に報

告をいたしまして、その後に、１１月に開催さ

れました第２回八代市総合教育会議におきまし

て、市長、教育長、教育委員の協議によりまし

て八代市教育大綱として決定したものでござい

ます。 

 ３項め、大綱の内容でございますけども、昨

今の少子高齢化、高度情報化などの環境の変

化、また、教育現場でのいじめや不登校問題な

ど、教育が抱えるさまざまな問題の解決に当た

っては、これまで以上に市長部局と教育委員会

が密接な連携を図っていく必要があるというこ

とで、次世代を担う子供たちの健全育成という

目標に向かって、両者がより連携を深めながら

総合的な視点に立った教育施策を進めるという

方向性を示したものとなっております。 

 以上が八代市教育大綱の概要でございます

が、次に、お配りしております大綱本体のほう

をごらんいただきたいと思います。このカラー
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の表紙の、このイラストが入ってるものでござ

います。 

 まず、１ページをお開きいただきたいと思い

ます。 

 この１ページ、２ページには、大綱を定める

こととなった経緯、基本的な考え方、それか

ら、大綱の期間及び展開などを記載しておりま

す。 

 まず、１、初めにということで、全国的に課

題となっているいじめ問題や急速な少子化に対

応した子育て支援など、市長部局と教育委員会

が密接な連携を図る必要があること、そして、

総合的な視点に立った教育施策に取り組んでい

くことをうたっております。 

 次に、２、大綱策定の趣旨、こちらのほうで

は、平成２５年３月に策定いたしました八代市

教育振興基本計画の経緯、それと八代市総合計

画との関係、そして大綱策定の経緯を記述する

とともに、本市では八代市教育振興基本計画を

もとに大綱を策定することといたしています。 

 そして、３、大綱の期間及び展開では、教育

振興基本計画と総合計画との整合性を図って、

大綱の期間を平成２７年度から平成２９年度ま

でとしたこと、そして、大綱の展開に当たって

は、市長部局及び教育委員会の各部署が、それ

ぞれの計画に基づいて事業を進めていく中で、

お互いの協議が必要な場合に積極的に連携を図

っていくということをうたっております。 

 次に、３ページをお願いいたします。 

 ここから先は、基本的に教育振興基本計画の

とおりでございまして、同計画の基本理念、基

本目標、基本方針を取りまとめたものとなって

おります。ただ、一部市長部局との連携を考慮

した修正、加筆等も行っておりますので、適宜

説明をさせていただきます。 

 まず３ページのほうでは、やつしろの絆でつ

むぐ心豊かな人づくりという基本理念、そして

５つの基本目標を記しております。そして４ペ

ージ以降に、５つの基本目標ごとに目標の内容

や基本方針を記載するという形になっておりま

す。 

 ４ページは、１つ目の基本目標、子供たち一

人一人の生きる力を育みますという、学校教育

に関する事項を扱った項目でございます。学

力、人間性、健康や体力を育み、生きる力を身

につける教育に取り組むことがうたわれており

ます。 

 次に、５ページをお願いいたします。 

 こちらは、２つ目の基本目標、地域とともに

学校・園の教育力を高めますと、教育環境の整

備充実を扱った項目でございます。全ての学校

や幼稚園におきまして、よりよい教育環境を整

備するとともに、学校の体制や連携の充実を図

りまして、特色ある学校、幼稚園づくりに努め

ることをうたっております。 

 下段に、４つの丸印で基本方針を記載してい

るところですが、一番下の丸印の項目に安全教

育及び安全対策を充実という部分がございます

が、今回その前に、防犯や防災、交通安全など

という字句を追加しております。これは、こう

いった分野も市長部局と連携していく部分であ

ることから、連携を意識して語句を追加したも

のでございます。 

 次に、６ページをお願いします。 

 こちらは、３つ目の基本目標、学校・家庭・

地域の協働により社会全体の教育力を高めます

と、学校と家庭、地域の連携を扱った項目でご

ざいます。この３者がさらにつながりを深め、

地域社会全体で子供たちを育てていくことをう

たっております。 

 そして、下段、５つの丸印のうち、上の３つ

は教育振興基本計画のとおりでございますが、

下の２つにつきましては今回新たに追加した項

目でございます。学校給食における地産地消の

推進や郷土メニューによるふるさとを愛する心

の育成、そして福祉部門と連携した子育て支援
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など、市長部局との連携を考慮いたしまして新

たに追加記載したところでございます。 

 次に、７ページをお願いいたします。 

 こちらは、４つ目の基本目標、生涯を通じて

楽しく学ぶことのできる充実した環境を提供し

ますと、生涯学習を扱った項目でございます。

誰もが生涯を通じて楽しく学ぶことができる環

境の充実を図り、豊かな社会をつくっていくこ

とがうたわれております。 

 そして、最後の８ページでは、５つ目の基本

目標、郷土の歴史と文化財に親しむことのでき

る環境を整えますと、文化財の保存と活用を扱

った項目でございます。文化財の調査、保存に

取り組むとともに、地域の宝として継承してい

くことがうたわれております。 

 以上が八代市教育大綱の概要でございます。 

 御説明申し上げましたとおり、基本的には八

代市教育振興基本計画と同様でございまして、

その中で、市長部局と教育委員会の連携を一層

深めていくことを明確にしたものとなっており

ます。 

 また、参考資料として八代市教育振興基本計

画の概要版のほうもお配りしておりますので、

こちらのほうも後に御一読いただければと思い

ます。 

 八代市教育大綱につきましては、今後、市の

ホームページ等で公開いたしますとともに、庁

内におきましても周知を図りまして、さらなる

連携が図られますよう取り組んでまいりますの

で、今後とも議員各位の御指導よろしくお願い

いたします。 

 以上、御報告とさせていただきます。 

○委員長（友枝和明君） 本件について、何か

質疑、御意見等はありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） はい、幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。済みません、

この大綱の、例えば、何ていうかな、年次計画

とかっていうものは、これは定まらないものな

んですか。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 宮田教育政策課長。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。この大

綱をですね、つくりましたんですけども、特に

何か新しい事業を行うということではございま

せんで、事業につきましてはもう、これまでの

教育振興基本計画に基づいて行うということに

なっております。で、そういった市が行うさま

ざまな施策、それぞれの計画に基づいて行われ

ていくわけですけども、市長部局と教育委員会

が、両者の協議が必要または望まれる場合に積

極的に連携を図っていくということを、この大

綱でうたったところでございます。 

 以上です。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。そうであれ

ば、まあ確かに言われるような感じがしたんで

すよ。特段何かこう新しいものがあるわけじゃ

ないんだけれども、制度改革があったので、そ

れに整合性をとるためにつくったんですよとい

うふうな中身としていいんですかね。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 宮田教育政策課長。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。今回の

教育委員会制度の改革でも、仮に、既にです

ね、その自治体のほうで教育の計画が立てられ

ている場合、総合教育会議でもうこれをもって

充てるという決定がされれば、もうそれでもう

よしという見解が示されております。その中

で、市といたしましては、それをもとに若干連

携を強くうたって修正を加えたという形になっ

ております。 

 以上です。（委員幸村香代子君「はい、わか

りました」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） はい。ほかにありま
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せんか。 

 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いません。ちょっと

内容でわからぬところがあるもんですからお尋

ねしますけど、市長、教育長、教育委員におい

て協議の、第１回八代市総合教育会議、５月

で、その次は２回目が１１月。どうも見ると年

に２回ぐらいしかないのかなという感覚がする

んですが、この総合教育会議という、この会議

の目的といいますか、それはどういうところ

に、どれぐらいの頻度で開催をされるんです

か。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 宮田教育政策課長。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。これま

での説明にもございましたけども、この総合教

育会議は、今年度からの教育委員会制度の改革

に伴いまして、教育、学術及び文化の振興に図

るため重点的に講ずるべき施策について、市長

部局と教育委員会の連携を図るために、協議、

調整を行うという場で設けられたものでござい

ます。 

 頻度的にはですね、今年度からが初めてでご

ざいましたので、年に３回あるいは４回の開催

を予定しておりますけども、今まで開きました

のは、第１回が、基本的な、この総合教育会議

に関する内容の説明でありますとか、設置要領

の審議でありますとかを行いました。また、２

回目は、この大綱の策定について協議を行いま

したほか、教育委員会の各課が持っております

課題につきましてちょっと紹介をさせていただ

いたところでございます。一応回数としては、

年に３回ないし４回ぐらいの開催を予定いたし

ております。（委員前垣信三君「はい、わかり

ました、いいです。はい」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

○委員（太田広則君） １点。 

○委員長（友枝和明君） 太田委員。 

○委員（太田広則君） はい。ざっと見させて

いただいたんですが、望ましい教育環境の整備

を目指しますというのがどこにも出てきてるん

ですが、こと環境教育とかエネルギーとかとい

う部分がちょっと乏しいのかなっていう気がす

るんですが、どっかにその辺の趣旨はあります

かね。環境教育的なところ。エネルギーを含め

た。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 宮田教育政策課長。 

○教育政策課長（宮田 径君） はい。中身的

には概略的なものしか、この大綱の中にはです

ね、基本方針までの大きな項目しか出しており

ませんので、環境教育のほうまでは出てきてい

ないかと思いますが、本体のこの分厚いやつも

あるんですけども、こちらのほうのそれぞれの

個別にはですね、環境教育を含めた内容まで含

んだものとなっています。 

 以上でございます。（委員太田広則君「よろ

しくお願いします」と呼ぶ） 

○委員長（友枝和明君） いいですか。 

○委員（太田広則君） はい。 

○委員長（友枝和明君） なければ、これで八

代市教育大綱について終了します。（｢ありが

とうございました」と呼ぶ者あり） 

 執行部入れかえのため小会します。 

（午後１時４３分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後１時４５分 本会） 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 次に、保健・福祉に関する諸問題の調査に関

連して１件、執行部からの発言の申し出があっ

ておりますので、これを許します。 

                              

・保健・福祉に関する諸問題の調査（八代市国

民健康保険の財政状況について） 

○委員長（友枝和明君） それでは、八代市国
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民健康保険の財政状況についての説明を願いま

す。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい、委員長。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。大変お疲れのことと思いますが、こ

れ、今回国民健康保険の財政状況についてとい

うことで調査をお願いしておりますけれども、

先般、特別会計の決算審査特別委員会の中でも

このお話が出ましたけれども、再度文教福祉委

員会の皆様に今の厳しい現状について御理解を

いただきたいと思うことで、今般の調査になっ

た次第でございます。説明につきましては、国

保ねんきん課の小川課長より説明させますので

どうぞよろしくお願いいたします。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） 委員長。 

○委員長（友枝和明君） 小川国保ねんきん課

長。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） 皆さんこ

んにちは。（｢こんにちは」と呼ぶ者あり）国

保ねんきん課、小川でございます。 

 八代市国民健康保険の財政状況について御報

告をさせていただきます。着座にて説明をさせ

ていただきます。 

○委員長（友枝和明君） はい、どうぞ。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） 済みませ

ん、お配りしております、Ａ３判横型のカラー

刷りのこの資料のほう、ごらんいただきたいと

思います。 

 さきの決算審査特別委員会におきまして、国

保特別会計の財政状況が大変厳しい局面を迎え

ていることを御報告させていただきました。本

日は、文教福祉委員会におきまして、改めて現

状についての御報告をさせていただきます。 

 それでは、お配りしております資料のほう、

ごらんいただきたいと思います。八代市国民健

康保険の財政状況についてのほうをごらんいた

だきたいと思います。 

 左上の棒グラフ、左側が国保特別会計の歳

入、右側が歳出をあらわしております。このグ

ラフは、右側にあります表をグラフ化したもの

でございますが、単位は１億円であり、例えば

平成２４年度の歳入額は１８１億５０００万円

でございます。平成２４年度から２６年度まで

は決算からの数値、２７年度から２９年度まで

は現時点での推定値でございます。 

 ２７年度以降、歳入歳出とも棒グラフが２６

年度以前と比べて大きく伸びていますのは、下

の米印にありますように、共同事業分が２７年

度以降二十数億円規模の増加を見込むためによ

るものでございます。 

 これは、保険財政共同安定化事業拠出金事業

といいまして、各市が過去３カ年の医療費の実

績から県国保連合会に拠出金を出し合い、実際

に発生した医療費に応じて県国保連合会から交

付金を受けるという仕組みです。本年度からそ

の対象医療費が大幅にふえたため、歳出が大幅

にふえておりますが、結果として歳入も大幅に

ふえることになります。 

 平成２４年度以前の財政収支は現在ほど厳し

いものではなく、このグラフでは表示されてお

りませんが、平成２１年度には国保財政調整基

金へ６億円の積み増しも行っております。平成

２４年度には歳出において保険給付費が前年度

より減少する状況を鑑み、２５年度からは低所

得者対策による本市独自の軽減拡充を実施して

おります。 

 しかし、平成２５年度から保険給付費が急激

に上昇し、２５年度、２６年度と、形の上では

歳入歳出の収支のバランスがとれているように

見えますが、これは、基金からの取り崩しで何

とか歳入不足を補っていたことによるものでご

ざいます。歳入のうち、紫色の部分が基金の取

り崩しをあらわしております。 

 そして今年度、２７年度は、いよいよ基金が
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底をつき、歳出に赤い部分、歳入の不足が予測

されます。現状のままでは、２８年度以降は歳

入不足がさらに拡大する見通しとなっておりま

す。 

 この原因につきましては、左下の折れ線グラ

フをごらんいただきたいと思います。 

 まず歳入の面では、国保税収の減少とありま

すが、少子高齢化によりまして、被保険者、特

に１５歳以上６５歳未満の生産年齢人口の減少

が大きな要因となりまして、国保税収入の減少

へとつながっております。そして、今後もこの

減少傾向は続くものと予測しております。 

 一方歳出の面では、保険給付費の増加とあり

ますが、いわゆる団塊の世代の方々がちょうど

６５歳以上７５歳未満の前期高齢者に差しかか

り、この年齢層の方が非常に多くなっておりま

す。決算審査特別委員会にて御報告しました

が、平成２６年度の国保被保険者全体の約３分

の１が前期高齢者ですが、医療費全体の中で前

期高齢者が占める割合は約５割となっており、

このことから、高齢者の増加が医療費の増加に

大きな影響を及ぼしていると言えます。また、

医療の高度化、特に高額療養費の増加が毎年度

数千万円規模での伸びを示しておりまして、高

齢者の増加及び医療の高度化が保険給付費の増

加へとつながっており、今後もこの状況はしば

らく続くものと予測しております。 

 なお、国民健康保険は、被用者保険に比べて

高齢者が多く加入し、また、所得が少ない方々

の加入割合が高くなっていることなどから、医

療費は高く財政運営が厳しい状況にあり、ほか

の自治体でも同じような事態を迎えておりま

す。国民健康保険が抱える構造的な問題である

とも言えますが、早急に国保財政を改善し収支

のバランスをとる必要があると考えます。 

 続きまして、資料の右上の表をごらんいただ

きたいと思います。これは、先ほどの棒グラフ

のもととなる数値を表にしたものでございま

す。なお、平成３０年度以降は、国保の都道府

県化により市町村と都道府県がともに国保の運

営を担っていくこととなり、現段階では財政面

の詳細が不明であるため数値を表示しておりま

せん。各年度で収支の不足が生じる見込みであ

る箇所を、赤字で示しております。 

 実質単年度収支は、この表の上ではずっと赤

字となっており、その下の基金残高は、取り崩

しを続けた結果、２７年度以降はゼロとなって

おります。２７年度については、実質単年度収

支は３億円のマイナスとなっておりますが、基

金からの取り崩し１億７０００万円などがあり

まして、歳入歳出の収支は１億２０００万円の

マイナスになります。しかし、２８年度以降に

ついては、基金が既に底をつき、歳入歳出の差

し引き額は実質単年度収支と同額となり、２８

年度は５億７０００万円、２９年度は７億５０

００万円のマイナスになると予測しておりま

す。 

 このような急速な財政状況の悪化を改善する

ためには、早急な対策を講じる必要がありま

す。 

 資料の右下をごらんください。 

 まずは、医療費の適正化を図り歳出の抑制を

行うため、従来から行ってまいりました取り組

みをさらに強化する必要があります。特定健診

や特定保健指導等、ここで挙げております取り

組みをさらに推進し被保険者の方の健康を促進

することが、ひいては医療費の抑制につながり

ます。 

 ほかにも、税収の減少を少しでも防ぐため

に、滞納対策をきちんと行い、収納率の向上を

今後もさらに図っていく必要があります。 

 このように、打てる手だては全て講じて財政

健全化に取り組むべきですが、先ほどお示しし

ました今後の収支の悪化見込みは、それらだけ

では到底賄えない規模のものとなっておりま

す。そこで、抜本的な国保財政の健全化に対策
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を講じる必要があります。 

 まず国保税率等の見直しについては、合併以

降１０年間据え置かれてきた経緯を踏まえ、検

討すべき時期に入っていると考えます。ただ

し、税率を上げることは、国保財政の改善には

つながるものの、当然のことながら被保険者の

負担が増大するため、慎重な対応が求められま

す。 

 国保税率等の見直し以外では、繰り上げ充

用、いわゆる赤字決算や一般会計からの法定外

繰り入れといった手段がありますが、これらも

検討の対象とすべきと考えます。 

 具体的にはまだこの場で申し上げられる段階

ではございませんが、今後の方策につきまして

は、現在市内部での協議を進めているところで

ございます。 

 本日は、八代市国民健康保険の財政状況につ

いて御報告をさせていただきました。 

○委員長（友枝和明君） ありがとうございま

した。 

 本件について、何か質疑、御意見ありません

か。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 委員長、よろしいですか。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。先ほど、医療の高度化とか医療費の高

騰というのがありましたけど、これ、例えば人

工透析を受けておられる方、非常にふえてきて

おります。糖尿病とかでですね。そういった場

合に、人工透析を月水金、隔日でずっと受けて

いくことなんですけども、この場合にやっぱ医

療費が、１人当たり年間５００万以上ぐらいか

かったりなんかします。あと、心臓病の手術を

したりとかいうとやっぱ数百万。そういったこ

とで、やはりそういった生活習慣病になってそ

ういった医療を受けるとなると、非常に１人当

たりの医療費が高騰してきているということで

あります。 

 １人当たりの医療費が数年前と比較しまし

て、どんくらいやったかな、もうかなり高くな

ってます。それは、先ほど申しましたように、

団塊の世代の人たちが前期高齢者となってきて

いるということで、医療費がふえてきていると

いうのはあります。 

 それとあわせて、被保険者数が少なくなって

きているという、税を賦課する被保険者数が少

なくなってきているというところで、そういっ

たもろもろの要件が重なって、こういった状況

になっているかと思います。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 国保財政の健全化対策

ってなると、結局、保険料上げると。ここでも

さっき言われたように、やっぱりかなり負担が

多くなると。 

 繰り上げ充用って、やっぱどっちみちこれは

先行き行き詰まってくるのは目に見えてる。そ

れに法定外繰り入れってのは原則いかぬという

ことですが、ちょっとだけこん中で聞きたいの

は、この健康保険の今状況っていうのは、これ

はもう人件費もろもろ、これは全般のことを捉

えてるんですね。この人件費も含めたところ

の。 

 で、結局法定外繰り入れって、実際見た場

合、幾らぐらいやったんですか。法定外繰り入

れ部分っていうのは、大体。試算的に見て、平

成２７年度は。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 委員長いいですか。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 今、法定内――、一般会計から繰り入れて

る、法定内の部分。（委員橋本幸一君「いや、

法定内の部分で、いや、法定外の部分はどのく

らい上がっとですか」と呼ぶ） 

 今は法定外からの繰り入れはやってません。
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（委員橋本幸一君「いやいやいや、やるとした

らですよ」と呼ぶ） 

 ああ、やるとしたら。（委員橋本幸一君「や

るとした場合です」と呼ぶ） 

 全てをですね。（委員橋本幸一君「うん。今

はやってないって当然思っとるんですよ」と呼

ぶ） 

 もう税率を改正……。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。（委員橋本幸一君「ゼロにするために

は、結局は法定外ちゅうことを想定した中で計

算」と呼ぶ） 

 ということは、この赤の部分が。（委員橋本

幸一君「ああ、赤の部分が丸々法定外と見てよ

かとですか」と呼ぶ） 

 はい。はい、そうです。（委員橋本幸一君

「赤の部分が」と呼ぶ） 

 実質単年度――、済みません。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 実質単年度収支の部分のこの赤の部分がその

まま、税率を改正しない、繰り上げ充用もしな

いとなると、そのままもう一般会計からこれだ

け分を繰り入れなくちゃいけない。 

○委員（橋本幸一君） 結局、人件費を見てい

けば……。 

○委員長（友枝和明君） 橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 医療費についてはでき

ないっていう、結局医療費部分が、結局は丸々

この部分って見てちゅうことですね。医療費給

付関係ですね。 

 人件費は結局は、あれ、出とっとですかね、

一般会計から。ああそう。はい、わかりまし

た。 

 大変な問題ですね。（｢大変な問題な」と呼

ぶ者あり） 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 委員長よろしいですか。 

○委員長（友枝和明君） はい、上田健康福祉

部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 はい。非常に厳しい状況ということですけ

ど、一般会計からの、例えば全部を繰り入れる

となると、やはり国保の被保険者だけじゃない

方たちも多数いらっしゃるわけで、そういった

こともいろいろと考えて、総合的に考えていか

なくちゃいけないと思っております。 

○委員（前垣信三君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 前垣委員。 

○委員（前垣信三君） 済いません。平成２６

年度までは決算ベース、平成２７年度から推定

って書いてあっとですか、歳入歳出とも、今ま

での勾配から比べるとぐっと上がってますよ

ね。これはあくまでも推定だから、決算値では

ないからという読みで上がっとるのか。約２０

億ぐらい上がっとるじゃないですか。このあた

りはどんな感覚で上げておられるんですか。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 小川国保ねんきん課

長。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） はい。済

いません、また繰り返しになりますけれども、

この左上の棒グラフの下の米印のところで、２

７年度から急激に歳入歳出とも伸びております

のが、これ、共同事業分という部分で、これは

前年度までよりも二十数億円の伸びとなってお

ります。 

 これが保険財政共同安定化事業拠出金といい

まして、各市が過去３カ年の医療費の実績から

県国保連合会に拠出金を出し合って、実際に発

生した医療費に応じて県国保連合会から交付金

を受けるという仕組みだったわけなんですけれ

ども、２７年度からはその対象医療費が大幅に

ふえたため、歳出が大幅にふえ、また、結果と

して歳入も大幅にふえるというふうな流れにな
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っております。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 委員長いいですか。 

○委員長（友枝和明君） 上田健康福祉部長。 

○健康福祉部長兼福祉事務所長（上田淑哉君）

 この状況はもう、もちろん八代市だけではご

ざいません。これ、全国的な傾向で、ですから

都道府県化しようということなんですけど、そ

れでも今もう、先ほどお話があったように、医

療費を、子供の医療費を助成すれば交付税をカ

ットするとかいう、そういった、そういうもの

をもう廃止してもですね、厳しい状況でござい

ますので、やはりこれを全国的な傾向として何

らかのですね、やっぱり対策というのは、今後

必要になるのかなと思います。 

 一方で、社会保険というのは、財政状況はそ

んなに厳しくないということなんですよ。もう

国保だけが、国保の財政だけが非常に赤字とい

うことで、状況のようです。 

○委員長（友枝和明君） １つ私からも、これ

要望になりますが、医療費の適正化の中でです

ね、重複・頻回受診者指導、これも徹底――徹

底っていうんか、それと、ジェネリック薬品の

推奨とか、なかなかこの受診者はそこまで、そ

ういう薬品のあるということをあんまり知らな

い方がおられるもんですから、そういう方向も

ですね、やっぱし啓発に努めていただきたい

と、これは要望にしたいと思います。 

 ほかにありませんか。橋本委員。 

○委員（橋本幸一君） 今、委員長からジェネ

リックの話が。通知の中で、ジェネリックにし

た場合の医療費がこれだけになりますよと今。

あれ、非常に私もいい提案かなと思うとです

が、やっぱりどうですか、あれやり出して、少

しはプラスになる傾向が見えたです。 

○委員長（友枝和明君） 岩瀬国保ねんきん課

長補佐。 

○国保ねんきん課長補佐（岩瀬隆敏君） は

い。国保ねんきん課、岩瀬と申します。よろし

くお願いします。（｢もうちょっと前、もうち

ょっと」と呼ぶ者あり） 

 今回は、詳しい数値を準備してきていないと

ころですけども、ジェネリック医薬品について

は毎回ですね、後発医薬品に変えた場合幾らぐ

らい差が出てくるかというふうなですね、通知

を、対象となる方にお配りしまして、医療費―

―まあ薬価、薬のほうのですね、薬価の抑制と

いったことで貢献いただきたいということで、

通知を送っているところです。 

 具体的にはまだ数値、詳しいところは、申し

わけありません、ここで手持ち持っておりませ

んので、ここでお知らせすることはできないで

す。 

○委員長（友枝和明君） 小川国保ねんきん課

長。 

○国保ねんきん課長（小川正芳君） はい。こ

れは２６年度のですね、実績でのお話になりま

すけれども、差額通知による医療費の削減効果

といたしましては、一月当たり大体約４８万円

程度の効果が見込まれておりまして、これを１

年間に換算すると約５７６万円で、約６００万

円の効果額という形でこちらのほうでは見込ん

でおります。 

 以上です。 

○委員長（友枝和明君） ほかにありません

か。 

（｢なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） なければ、これで八

代市国民健康保険の財政状況についてを終了し

ます。 

 そのほか、当委員会の所管事務調査につい

て、何かありませんか。 

○委員（幸村香代子君） はい。 

○委員長（友枝和明君） 幸村委員。 

○委員（幸村香代子君） はい。きょうの一番

最初に、開会前にあった不祥事事案の件なんで
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すけれども、非常にやっぱり中身的にはです

ね、先ほど大綱なんかもいろいろありましたけ

れど、もう、もう少しきちんと委員会の中でも

ですね、やるべきじゃないかなというふうに思

うんです。 

 で、先ほどの報告の中では、教育委員会がど

んなふうにかかわったのかとか、そういったあ

たりがもう全く見えないわけですから、何かそ

のあたりというのはやっぱ委員会としてもきち

んと調査をすべきじゃないかなというふうに思

います。ぜひそのような検討をお願いしたいの

ですが。 

○委員長（友枝和明君） はい。これ、後日と

いいますか、終了次第、改めてまた教育長なり

教育部長なりから報告をいただきたいと思いま

すので、そういうところで。はい。 

○委員（幸村香代子君） お願いします。個別

にというお話があったんですが、やっぱり委員

会としてですね、きちんとやっぱりただすとこ

ろはたださないかぬし、情報をいただくところ

は情報をいただかないかぬし、そのあたりはで

すね、きちんとやる必要があるというふうに思

いますので、ぜひ委員長のところで御検討いた

だきたいと思います。 

○委員長（友枝和明君） はい、わかりまし

た。はい。 

 以上で所管事務調査２件についての調査を終

了します。 

 小会します。 

（午後２時０６分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１４分 本会） 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 要求した資料の提出でございますが、午前中

本委員会で太田委員より資料請求がありまし

た、議案第１１４号・指定管理者の指定に関す

る資料をお手元に配付しておりますので、後ほ

ど御一読ください。 

 次に、閉会中の継続審査及び調査の件につい

て、お諮りいたします。 

 所管事務調査２件については、なお調査を要

すると思いますので、引き続き閉会中の継続調

査の申し出をしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 当委員会の行政視察について説明しますの

で、小会いたします。 

（午後２時１５分 小会） 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

（午後２時１９分 本会） 

○委員長（友枝和明君） 本会に戻します。 

 次に、本委員会の派遣承認要求の件について

お諮りいたします。 

 本委員会は、平成２８年１月２７日から２９

日までの３日間、教育に関する諸問題の調査、

保健・福祉に関する諸問題の調査のため、大阪

府堺市、兵庫県相生市、山口県下関市へ行政視

察に参ります。このことについて議長宛て派遣

承認要求の手続をとらせていただきたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。 

（｢異議なし」と呼ぶ者あり） 

○委員長（友枝和明君） 御異議なしと認め、

そのように決しました。 

 以上で、本日の委員会の日程は全部終了いた

しました。これをもって、文教福祉委員会を散

会いたします。 

（午後２時２０分 閉会） 
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